
【ⅲ 内閣府(少子化対策企画室・保育課)関係】
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○ 子ども・子育て新システムについて

子どもと子育てを応援する社会を築いていくことが求められる中で、

「明日の安心と成長のための緊急経済対策」（平成21年12月8日閣議決

定）において、幼保一体化を含む新たな次世代育成支援のための包括的

・一元的な制度を構築することとされ、それに基づき平成２２年１月に

少子化社会対策会議（会長：内閣総理大臣）において、関係閣僚による

「子ども・子育て新システム検討会議」を開催することが決定された。

「子ども・子育て新システム検討会議」及びその下に設けられた関係

府省の副大臣・政務官による「作業グループ」において、制度の検討が

進められ、同年６月には「子ども・子育て新システムの基本制度案要綱」

が少子化社会対策会議決定された。基本制度案要綱では、すべての子ど

もへの良質な成育環境を保障し、子どもを大切にする社会の実現等を目

的とし、子ども・子育てを社会全体で支援するという制度構築の方針が

示された。

その要綱に掲げられた基本的方向性を踏まえ、平成２２年９月より「作

業グループ」の下で、有識者、保育・幼稚園関係者、地方団体、労働者

団体、経済団体、子育て当事者などの関係者の参集を得て、「基本制度

ワーキングチーム」、「幼保一体化ワーキングチーム」、「こども指針（仮

称）ワーキングチーム」の３つのワーキングチームを開催し、制度の具

体的内容についての議論が進められ、平成２３年７月には、それまでの

議論の到達点として「基本制度ワーキングチーム」において「子ども・

子育て新システムに関する中間とりまとめ」がとりまとめられた。

中間とりまとめでは、子ども・子育て新システムの全体像、給付設計

の在り方、幼保一体化の在り方、質改善（機能強化）の在り方が示され

た一方で、①費用負担の在り方、②国における所管の在り方、③ワーク

・ライフ・バランスの在り方、④国の基準と地方の裁量の関係等が残さ

れた検討課題とされた。

それらの残された検討課題については、同年10月より「基本制度ワー

キングチーム」を再開して議論を進め、本年２月13日に「子ども・子育

て新システムに関する基本制度とりまとめ」がなされたところである（基

本制度ワーキングチーム２０回、幼保一体化ワーキングチーム９回、こ

ども指針（仮称）ワーキングチーム６回、合計３５回開催）。

去る17日に閣議決定された「社会保障・税一体改革大綱」においても、

子ども・子育て新システムは未来への投資として、社会保障の重要な分

野と位置付けられており、「恒久財源を得て、早期に本格実施（それま

での間は、法案成立後、平成25 年度を目途に、子ども・子育て会議（仮
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称）設置や国の基本指針策定など可能なものから段階的に実施）を図る。

実施主体である地方公共団体をはじめとする関係者と丁寧に協議を行

い、理解を得た上で、成案をとりまとめ、税制抜本改革とともに、平成

２４年通常国会に法案を提出する」と記載されている。

現在、大綱に示された方針に沿って、３月に通常国会に法案を提出す

べく法案作成の作業に取り組んでいるところ。

「子ども・子育て新システムに関する基本制度とりまとめ」、会議の

資料・動画は内閣府ホームページに掲載中

http://www8.cao.go.jp/shoushi/10motto/08kosodate/wg/index.html
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［内閣府(少子化対策企画室・保育課)：関連資料］
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子
ど
も
・
子
育
て
新
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
中
間
と
り
ま
と
め
に
つ
い
て

平
成

２
３
年

７
月

２
９
日

少
子

化
社

会
対

策
会

議
決

定
少

子
化

社
会

対
策

会
議

決
定

子
ど
も
・
子
育
て
新
シ
ス
テ
ム
は
全
世
代
型
の
社
会
保
障
の
構
築
を
目
指
す
社
会
保
障
改
革
に
お
い
て
、
国
民
の

安
心
確
保
の
た
め
の
最
優
先
項
目
の
一
つ
で
あ
り
、
早
期
に
実
現
す
る
必
要
が
あ
る
。

子
ど
も
・
子

育
て
新

シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は

、
昨

年
９
月

よ
り
子

ど
も
・
子

育
て
新

シ
ス
テ
ム
検

討
会

議
作

業
グ
ル

ー
プ
の

下
、
基

本
制

度
ワ
ー
キ
ン
グ
チ
ー
ム
、
幼

保
一

体
化

ワ
ー
キ
ン
グ
チ
ー
ム
及

び
こ
ど
も
指

針
（
仮

称
）
ワ
ー
キ

ン
グ
チ
ー
ム
に
お
い
て

「
子

ど
も
・
子
育
て
新
シ
ス
テ
ム
の
基
本
制
度
案

要
綱

」
に
掲

げ
ら
れ

た
基

本
的

方
向

性
を

ン
グ
チ

ム
に
お
い
て
、
「
子

ど
も
・
子

育
て
新

シ
ス
テ
ム
の

基
本

制
度

案
要

綱
」
に
掲

げ
ら
れ

た
基

本
的

方
向

性
を

踏
ま
え
て
、
関

係
者

間
で
意

見
集
約
を
図
り
な
が
ら
、
議
論
を
重
ね
て
き
た
。
去

る
７
月

２
７
日

に
基

本
制

度
ワ
ー
キ

ン
グ
チ
ー
ム
に
お
い
て
、
こ
れ

ま
で
の

議
論

の
到

達
点

と
し
て
、
別

添
の

と
お
り
中

間
と
り
ま
と
め
が

行
わ

れ
、
給

付
設

計
や

幼
保

一
体

化
を
中

心
と
し
た
制

度
設

計
が

示
さ
れ

る
と
と
も
に
、
今

後
の

検
討

課
題

が
明

確
に
さ
れ

た
と
こ

ろ
で
あ
る
。

一
方

、
６
月

３
０
日

に
は

「
社

会
保

障
・
税

一
体

改
革

成
案

」
（
政
府
・
与
党
社
会
保
障
改
革
検
討
本
部
決
定
）
に
お

い
て

子
ど
も
・
子
育
て
新
シ
ス
テ
ム
に
か
か
る
工
程
表
と
し
て

「
税
制
抜
本
改
革
と
と
も
に

早
急
に
所
要
の
法
律

い
て
、
子
ど
も
・
子
育
て
新
シ
ス
テ
ム
に
か
か
る
工
程
表
と
し
て
、
「
税
制
抜
本
改
革
と
と
も
に
、
早
急
に
所
要
の
法
律

案
を
提
出
す
る
」
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

今
後
、
「
子
ど
も
・
子
育
て
新
シ
ス
テ
ム
の
基
本
制
度
案
要
綱
」
及
び
別
添
「
子
ど
も
・
子
育
て
新
シ
ス
テ
ム
に
関
す

る
中
間
と
り
ま
と
め
」
を
踏
ま
え
、
費
用
負
担
の
在
り
方
な
ど
の
残
さ
れ
た
検
討
課
題
に
つ
い
て
子
ど
も
・
子
育
て
新

シ
ス
テ
ム
検
討
会
議
作
業
グ
ル
ー
プ
の
下
で
開
催
さ
れ
る
ワ
ー
キ
ン
グ
チ
ー
ム
に
お
い
て
検
討
を
進
め
、
実
施
主

体
で
あ
る
地
方
公
共
団
体
を
は
じ
め
と
す
る
関
係
者
と
丁
寧
に
協
議
を
行
い
、
理
解
を
得
た
う
え
で
、
子

ど
も
・
子

育
て
新

シ
ス
テ
ム
の

成
案

を
と
り
ま
と
め

恒
久

財
源

を
得

て
早

期
に
本

格
実

施
（
そ
れ

ま
で
の

間
は

法
案

成
立

後
て
新

シ
ス
テ
ム
の

成
案

を
と
り
ま
と
め
、
恒

久
財

源
を
得

て
早

期
に
本

格
実

施
（
そ
れ

ま
で
の

間
は

、
法

案
成

立
後

、
平

成
２
５
年

度
を
目

途
に
、
子

ど
も
・
子

育
て
会

議
（
仮

称
）
や

国
の

基
本

指
針

な
ど
可

能
な
も
の

か
ら
段

階
的

に
実

施
）
で
き
る
よ
う
、
平

成
２
３
年

度
中

に
必

要
な
法

制
上

の
措

置
を
講

じ
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
税

制
抜

本
改

革
と
と

も
に
、
早

急
に
所

要
の

法
律

案
を
国

会
に
提

出
す
る
。
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〜
⼦
ど
も
・
⼦
育
て
新
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て

〜
基
本
的
考
え
⽅

子
ど
も
と
子
育
て
家
庭
を
応
援
す
る
社
会
の
実
現
に
向
け
て
の
制
度
構
築

子
ど
も
は

社
会

の
希

望
で
あ
り
、
未

来
を
つ
く
る
力

。
子
ど
も
の
健
や
か
な
育
ち
は
、
今
の
社
会
を
構
成
す
る
す
べ
て
の
大
人
に
と
っ
て
、
願
い
で
あ
り
、
喜
び
。

子
ど
も
の
最
善
の
利
益
を
考
慮

し
、
す
べ
て
の
子
ど
も
た
ち
が
尊
重
さ
れ
、
そ
の

育
ち
が

等
し
く
確

実
に
保

障
さ
れ

る
こ
と
が

必
要

。
子
育
て
の
充
実
感
を
得
ら
れ
る
な
ど
「
親
と
し
て
の
成
長
」
を
支
援
。

子
育

に
第

義
的

な
責

任
が

親
に
あ
る

と
を
前

提
に
し

子
ど
も

子
育

を
取

り
巻

く
環

境
変

化
に
伴

う
家

族
や

地

○
急
速
な
少
⼦
化
の
進
⾏

○
⼦
ど
も

⼦
育
て
家
庭
を
社
会
全
体
で
⽀
援

→
子
育
て
に
つ
い
て
の

第
一
義
的
な
責
任
が
親
に
あ
る
こ
と
を
前

提
に
し
つ
つ
、
子

ど
も
・
子
育
て
を
取

り
巻

く
環
境

の
変
化
に
伴
う
家
族
や
地

域
の

子
育

て
力

の
低

下
等

を
踏

ま
え
、
子

育
て
に
関

す
る
新

た
な
支

え
合

い
の

仕
組

み
を
構

築
※
東

日
本

大
震

災
で
も
、
子

ど
も
と
大

人
、
被

災
者

と
支

援
者

な
ど
、
人

と
人

の
助

け
合

い
等

の
大

切
さ
が

再
確

認
さ
れ

た
と
こ
ろ

○
急
速
な
少
⼦
化
の
進
⾏

○
結
婚
・
出
産
・
⼦
育
て
の
希
望
が
か
な
わ
な
い
現
状

・
独
⾝
男
⼥
の
約
９
割
が
結
婚
意
思
を
持
っ
て
お
り
、

希
望
⼦
ど
も
数
も
２
⼈
以
上
。

・
家
族
、
地
域
、
雇
⽤
な
ど
⼦
ど
も
・
⼦
育
て
を
取
り

○
⼦
ど
も
・
⼦
育
て
家
庭
を
社
会
全
体
で
⽀
援

⼦
ど
も
・
⼦
育
て
⽀
援
は
未
来
へ
の
投
資

結
婚
・
出
産
・
⼦
育
て
の
希
望
が
か
な
う
社
会
を
実
現

す
べ
て
の
⼦
ど
も
た
ち
が
尊
重
さ
れ
、
育
ち
を
等
し
く
保
障

○
す
べ
て
の
⼦
ど
も
へ
の
良
質
な
成
育
環
境
を
保
障
し
、
特
別
の
⽀
援
が

必
要
な
⼦
ど
も
を
含
め
、
す
べ
て
の
⼦
ど
も
の
健
や
か
な
育
ち
を
実
現

○
質
の
⾼
い
学
校
教
育
・
保
育
の
保
障

地
域
の
⼦
育
て
⽀
援
の
充
実

巻
く
環
境
が
変
化
。

す
べ
て
の
⼦
ど
も
た
ち
が
尊
重
さ
れ
、
育
ち
を
等
し
く
保
障

○
⼦
ど
も
・
⼦
育
て
⽀
援
が
質
・
量
と
も
に
不
⾜

○
⼦
育
て
の
孤
⽴
感
と
負
担
感
の
増
加

○
質
の
⾼
い
学
校
教
育
・
保
育
の
保
障
、
地
域
の
⼦
育
て
⽀
援
の
充
実

・
家
族
関
係
社
会
⽀
出
の
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
⽐
の
低
さ
（
⽇
：
1.
04
%
、
仏
：
3.
00
％
、
英
：
3.
27
％
、
ｽｳ
ｪｰ
ﾃﾞ
ﾝ：
3.
35
％
）

○
深
刻
な
待
機
児
童
問
題
、
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
不
⾜

「
⼩
1の

壁
」

○
Ｍ
字
カ

ブ
（
３
０
歳
代
で
低
い
⼥
性
の
労
働
⼒
率
）

○
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
保
育
の
量
的
拡
⼤

に
よ
り
、
待
機
児
童
を
解
消
し
、
男
⼥
が
⼦
育
て
と
仕
事
を
両
⽴
で
き

○
Ｍ
字
カ
ー
ブ
（
３
０
歳
代
で
低
い
⼥
性
の
労
働
⼒
率
）

の
解
消

る
社
会
を
実
現

○
⼦
育
て
⽀
援
の
制
度
・
財
源
の
縦
割
り

○
成
⻑
に
応
じ
て
必
要
と
な
る
⼦
育
て
⽀
援
の
制
度
・
財
源
を
⼀
元
化

○
⼦
ど
も
・
⼦
育
て
会
議
（
仮
称
）
の
設
置

○
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
提
供
対
策
が
不
⼗
分

○
潜
在
ニ
ー
ズ
を
含
む
住
⺠
ニ
ー
ズ
を
把
握
、
計
画
的
な
提
供
体
制
の
整

備
（
市
町
村
が
責
任
を
果
た
せ
る
仕
組
み
に
）

※
「
学
校
教
育
」
と
は
、
学
校
教
育
法
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
小
学
校
就
学
前
の
子
ど
も
を
対
象
と
す
る
教
育
（
幼
児
期
の
学
校
教
育
）
を
言
い
、
「
保
育
」
と
は
児
童
福

祉
法
に
位
置
づ
け
ら
れ
る

乳
幼

児
を
対

象
と
し
た
保

育
を
言

う
。
以

下
同
じ
。
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■
す
べ
て
の
⼦
ど
も
へ
の
良
質
な
成
育
環
境
を
保
障
し
、
⼦
ど
も
・
⼦
育
て
家
庭
を
社
会
全
体
で
⽀
援

○
す
べ
て
の
⼦
ど
も
・
⼦
育
て
家
庭
へ
の
⽀
援

⼦
ど
も
・
⼦
育
て
新
シ
ス
テ
ム
の
具
体
的
内
容
（
ポ
イ
ン
ト
）

○
す
べ
て
の
⼦
ど
も
・
⼦
育
て
家
庭
へ
の
⽀
援

（
⼦
ど
も
の
た
め
の
⼿
当
、
地
域
⼦
育
て
⽀
援
な
ど
）

○
幼
保
⼀
体
化
（
こ
ど
も
園
（
仮
称
）
の
創
設
な
ど
）

・
給
付
シ
ス
テ
ム
の
⼀
体
化
（
こ
ど
も
園
（
仮
称
）
の
創
設
）

・
施
設
の
⼀
体
化
（
総
合
こ
ど
も
園
（
仮
称
）
の
創
設
）

・
質

の
高

い
幼

児
期

の
学

校
教

育
、

保
育

の
一

体
的

提
供

・
保

育
の

量
的

拡
大

・
家

庭
で

の
養

育
支

援
の

充
実

を
達

成

■
新
た
な
⼀
元
的
シ
ス
テ
ム
の
構
築
（
基
本
制
度
案
要
綱
に
⽰
さ
れ
た
新
シ
ス
テ
ム
の
イ
メ
ー
ジ
）

○
基
礎
⾃
治
体
（
市
町
村
）
が
実
施
主
体

・
施
設
の

体
化
（
総
合
こ
ど
も
園
（
仮
称
）
の
創
設
）

・
家

庭
で

の
養

育
支

援
の

充
実

を
達

成

・
市
町
村
は
地
域
の
ニ
ー
ズ
に
基
づ
き
計
画
を
策
定
、
給
付
・
事
業
を
実
施

・
国
・
都
道
府
県
は
実
施
主
体
の
市
町
村
を
重
層
的
に
⽀
え
る

○
社
会
全
体
（
国
・
地
⽅
・
事
業
主
・
個
⼈
）
に
よ
る
費
⽤
負
担

国
及
び
地
⽅
の
恒
久
財
源
の
確
保
を
前
提

・
国
及
び
地
⽅
の
恒
久
財
源
の
確
保
を
前
提

○
政
府
の
推
進
体
制
・
財
源
を
⼀
元
化

・
制
度
ご
と
に
バ
ラ
バ
ラ
な
政
府
の
推
進
体
制
を

⼀
元
化

財
源
を
給
付
・
事
業
に
応
じ
て
⼀
元
化

負
担
金
・

補
助
金

子
ど
も
・

子
育
て
勘

定
（

仮
称
）

国
事
業
主

拠
出

金

中
央

子
ど
も
・
子
育
て
会

議
（
仮
称
）

e
x
:
事
業
方
針
審
議
、

事
業

評
価

な
ど

元
化
、
財
源
を
給
付
・
事
業
に
応
じ
て

元
化

○
⼦
ど
も
・
⼦
育
て
会
議
（
仮
称
）
の
設
置

・
有
識
者
、
地
⽅
公
共
団
体
、
事
業
主
代
表
・
労

働
者
代
表
、
⼦
育
て
当
事
者
、
⼦
育
て
⽀
援
当
事

補
助
金

（
仮
称
）

一
般

会
計

＜
給
付
・
事

業
に
応
じ

て
財

源
の

一
元
化
＞

子
ど

も
・
子

育
て
包
括

交
付

金
（

仮
称
）

新
シ

ス
テ

ム
事
業
計

画
の

実
施

に
必
要
な

費
用

を
交

付

都
道

府
県

一
般

会
計

市
町

村
（
基

礎
自

治
体

）

負
担
金
・

補
助
金

働
者
代
表
、
⼦
育
て
当
事
者
、
⼦
育
て
⽀
援
当
事

者
等
（
⼦
ど
も
・
⼦
育
て
⽀
援
に
関
す
る
事
業
に

従
事
す
る
者
）
が
、
⼦
育
て
⽀
援
の
政
策
プ
ロ
セ

ス
等
に
参
画
・
関
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
仕
組
み

と
し
て
⼦
ど
も
・
⼦
育
て
会
議
（
仮
称
）
を
設
置

般
会

計
市

町
村

（
基

礎
自

治
体

）
（
市

町
村

負
担

分
と
あ
わ

せ
て
予

算
計

上
）

子
ど
も
・
子

育
て
支

援
の

給
付

・
事

業
を
包

括
的

・
一

元
的

に
実

施
〔子

ど
も
の
た
め
の
手
当
、
こ
ど
も
園
給
付
（仮

称
）、
地
域
型
保
育
給
付
（仮

称
）、

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
、
地
域
子
育
て
支
援

等
〕

子
ど
も
・
子

育
て
支

援
の

給
付

・
事

業
を
包

括
的

・
一

元
的

に
実

施
〔子

ど
も
の
た
め
の
手
当
、
こ
ど
も
園
給
付
（仮

称
）、
地
域
型
保
育
給
付
（仮

称
）、

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
、
地
域
子
育
て
支
援

等
〕

地
方

関
係
者
の
関
与
の

仕
組
み
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給
付

設
計

の
全

体
像

■
こ
ど
も
園

給
付

（
仮

称
）

こ
ど
も
園

（
仮

称
）

：
総

合
こ
ど
も
園

（
仮

称
）
、
幼

稚
園

、
保

育
所

、
そ
れ

以
外

の
客

観
的

な
基

準
を
満

た
し
た
施

設
を
こ
ど
も
園

（
仮

称
）
と
し
て
指

定

■
地

域
子

育
て
支

援
事

業
（
仮

称
）

（
※

）
都

道
府

県
が

実
施

す
る
社

会
的

養
護

等
の

事
業

と
連

携
し
て
実

施
。

■
地

域
型

保
育

給
付

（
仮

称
）

・
小

規
模

保
育

、
家

庭
的

保
育

、
居

宅
訪

問
型

保
育

、
事

業
所

内
保

育

・
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
、
一
時
預
か
り
、
乳
児
家
庭
全
戸

訪
問
事
業
等

（
対
象
事
業
の
範
囲
は
法
定
）

■
妊

婦
健

診
※

こ
ど
も
園

給
付

（
仮

称
）
・
地

域
型

保
育

給
付

（
仮

称
）
は

、
早

朝
・

夜
間

休
日
保
育
に
も
対
応

■
放

課
後

児
童

ク
ラ
ブ

■
延
長
保
育
事
業
、
病
児
・
病
後
児
保
育
事
業

■
妊

婦
健

診
夜
間
・
休
日
保
育
に
も
対
応

。

■
放

課
後

児
童

ク
ラ
ブ

■
子

ど
も
の

た
め
の

手
当

※
出
産
・
育
児
に
係
る
休
業
に
伴
う
給
付
（
仮
称
）
→
将
来
の
検
討
課
題

利
用

者
の

選
択

に
基

づ
く
給

付
の

保
障

多
様
な
事
業
主
体
の
参
入
に
よ
る
基
盤
の
整
備

こ
ど
も
園

給
付

（
仮

称
）
及

び
地

域
型

保
育

給
付

（
仮

称
）
の

仕
組

み※
出
産

育
児
に
係
る
休
業
に
伴
う
給
付
（
仮
称
）

将
来
の
検
討
課
題

○
指
定
事
業
者
の
仕
組
み
の
導
入

（
多
様
な
給
付
・
事
業
類
型
ご
と
の
基
準
）

○
イ
コ
ー
ル
フ
ッ
テ
ィ
ン
グ

・
株
式
会
社
等
に
係
る
給
付
へ
の
減
価
償
却
費
の
算
入
等

○
給
付
の
確
実
な
保
障
＝
市
町
村
に
よ
る
認
定

○
市
町
村
関
与
の
下
、
利
用
者
と
事
業
者
の
間
の
公
的
契
約

○
市
町
村
が
適
切
な
施
設
・
事
業
の
確
実
な
利
用
を
支
援

○
利
用
者
補
助
方
式
と
法
定
代
理
受

領
を
基
本
と
し
た
現
物
給
付

・
株
式
会
社
等
に
係
る
給
付
へ
の
減
価
償
却
費
の
算
入
等

○
撤

退
規

制
、
情

報
開

示
等

の
制

度
化

○
客

観
的

基
準

に
よ
る
質

の
確

保

○
公

定
価

格
を
基

本
と
し
つ
つ
、
低

所
得

者
へ

の
配

慮
な
ど
一

定
の

条
件
の
下
で
の
上
乗
せ
徴
収

※

※
当
分
の
間
、
市
町
村
及
び
社
会
福
祉
法
人
以
外
の
者
が
設
置
す
る
施
設
に
限
る
。
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＜
効

果
＞

＜
具

体
的

仕
組

み
＞

幼
保

一
体

化
の

具
体

的
な
仕

組
み

に
つ
い
て

○
給

付
シ
ス
テ
ム
の

一
体

化
～

子
ど
も
・
子

育
て
新

シ
ス
テ
ム
の

創
設

～
・
地

域
に
お
け
る
学

校
教

育
・
保

育
の

計
画

的
整

備
市

村
新

シ
ム
事

業
計

（
仮

称
）

策
定

質
の
高
い
学
校
教
育
・
保
育
の
一
体
的
提
供

・
地

域
に
お

け
る
学

校
教

育
・
保

育
の
計

画
的

整
備

及
び

総
合

こ
ど
も
園

（
仮

称
）
等

に
よ
り
、
質

の
確

保
さ
れ
た
学

校
教

育
・
保

育
が
一

体
的

に
提
供

～
市

町
村

新
シ
ス
テ
ム
事

業
計

画
（
仮

称
）
の

策
定

～
市
町
村
は
、
地
域
に
お
け
る
学
校
教
育
・
保
育
の
需
要
を
は
じ

め
、
子
ど
も
・
子
育
て
に
係
る
需
要
の
見
込
み
及
び
見
込
量
の

確
保
の
た
め
の
方
策
等
を
内
容
と
す
る
市
町
村
新
シ
ス
テ
ム
事

業
計
画
（
仮
称
）
を
策
定
す
る
。

提
供
。

・
配

置
基

準
の
見

直
し
等

に
よ
り
、
学

校
教

育
・
保

育
の
質

が
さ
ら
に
向

上
。

保
育
の
量
的
拡
大

・
幼
稚
園
か
ら
総

合
こ
ど
も
園
（
仮

称
）
へ

の
移

行
に
よ
り

保
育

が
量

的
業
計
画
（
仮
称
）
を
策
定
す
る
。

・
多

様
な
保

育
事

業
の

量
的

拡
大

～
指

定
制

度
の

導
入

～
客
観
的
基
準
を
満
た
し
た
施
設
及
び
多
様
な
保
育
事
業
へ
の
財

・
幼
稚
園
か
ら
総

合
こ
ど
も
園
（
仮

称
）
へ

の
移

行
に
よ
り
、
保

育
が
量

的
に
拡

大
。

・
客
観
的
基
準
を
満
た
し
た
施
設
及
び
保
育
マ
マ
等
の
多
様
な
保
育
事

業
へ

の
財

政
措

置
（
指

定
制

）
等

に
よ
り
、
質

の
確

保
さ
れ
た
保

育
が
量

的
拡

大
待

機
児

童
解

消
も
貢

献
政
措
置
を
行
う
こ
と
等
に
よ
り
、
多
様
な
事
業
主
体
の
保
育
事

業
へ
の
参
入
を
促
進
し
、
質
の
確
保
さ
れ
た
保
育
の
量
的
拡
大

を
図
る

。

・
給

付
の

一
体

化
及

び
強

化

的
に
拡
大
。
待

機
児
童
解
消
に
も
貢

献
。

家
庭
に
お
け
る
養
育
支
援
の
充
実

・
幼

稚
園

・
保

育
所

か
ら
総

合
こ
ど
も
園

（
仮

称
）
へ

の
移

行
及

び
地

域
子

給
付

の
体

化
及

び
強

化
～

こ
ど
も
園

給
付

（
仮

称
）
の

創
設

等
～

学
校
教
育
・
保
育
に
係
る
給
付
を
一
体
化
し
た
こ
ど
も
園
給
付

（
仮
称
）
を
創
設
す
る
こ
と
に
よ

り
、
学
校
教
育
・
保
育
に
関

す
る
財
政
措
置
に
関
す
る
二
重
行

政
の
解
消
及
び
公
平
性
の
確

育
て
支

援
事

業
等

の
推

進
等

に
よ
り
、
家

庭
に
お

け
る
養

育
の
支

援
機

能
が
強

化
。

保
を
図
る
。

○
施

設
の

一
体

化
～

総
合

こ
ど
も
園

（
仮

称
）
の

創
設

～

＜
す
べ
て
の
子
ど
も
の

健
や
か
な
育
ち
が
実
現
＞

＜
結
婚
・
出
産
・
子
育
て
の

学
校
教
育
・
保
育
及
び
家
庭
に
お
け
る
養
育
支
援
を
一
体
的
に

提
供
す
る
総
合
こ
ど
も
園
（
仮
称
）
を
創
設
す
る
。

希
望
が
か
な
う
社
会
が
実
現
＞

※
「
学
校
教
育
」
と
は
、
学
校
教
育
法
に
位
置
付
け
ら
れ
る
小
学
校
就
学
前
の
子
ど
も
を
対
象
と
す
る
教
育
（
幼
児
期
の
学
校
教
育
）
を
言
い
、
「
保
育
」
と
は
児
童
福
祉
法
に
位
置
付
け
ら
れ

る
乳

幼
児

を
対

象
と
し
た
保

育
を
言

う
。
以

下
同

じ
。
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子
ど
も
や

子
育

て
家

庭
の

状
況

に
応

じ
た
子

ど
も
・
子

育
て
支

援
の

提
供

（
イ
メ
ー
ジ
）

子
ど
も
・
子

育
て
家

庭
の

状
況

及
び
需

要

（
子

ど
も
・
子

育
て
の

ニ
ー
ズ
）

学
校
教
育
＋
子
育
て
支
援

満
３
歳
以
上
の
子
ど
も
を
持
つ
、

保
育
を
利
用
せ
ず
家
庭
で
子

育
て
を
行

う
家

庭
（
子

ど
も
・
子

育
て
の

ニ
ー
ズ
）

学
校

教
育

＋
保

育
＋

放
課

後
児

童
ク
ラ
ブ
＋

子
育

て
支

援

満
３
歳
以
上
の
子
ど
も
を
持
つ
、

保
育
を
利
用
す
る
家
庭

（
子

ど
も
・
子

育
て
の

ニ
ー
ズ
）

保
育

＋
子

育
て
支

援

満
３
歳
未
満
の
子
ど
も
を
持
つ
、

保
育
を
利
用
す
る
家
庭

（
子

ど
も
・
子

育
て
の

ニ
ー
ズ
）

子
育
て
支
援

満
３
歳
未
満
の
子
ど
も
を
持
つ
、

保
育
を
利
用
せ
ず
家
庭
で
子

育
て
を
行

う
家

庭

需
要

の
調

査
・
把

握

学
校
教
育
＋
子
育
て
支
援

ク
ラ
ブ
＋

子
育

て
支

援
保

育
＋

子
育

て
支

援

市
町
村
新
シ
ス
テ
ム
事
業
計
画
（
仮
称
）

計
画

的
な
整

備

子
ど
も
・
子

育
て
支

援
給

付
（
仮

称
）

ど
も
園

（
仮

称
）

指
定

に
よ
り

ど
も
園

給
付

（
仮

称
）

対
象

小
規

模
保
育
事
業
者

家
庭

的
保
育
事
業
者

指
定

に
よ
り
、
地

域
こ
ど
も
園

（
仮

称
）
＝

指
定

に
よ
り
、
こ
ど
も
園
給
付
（
仮
称
）
の
対
象
※

家
庭

的
保
育
事
業
者

居
宅

訪
問
型
保
育
事
業
者 等

型
保

育
給

付
（
仮

称
）
の

対
象

＝

（
こ
ど
も
園

給
付

（
仮

称
）
・
地

域
型

保
育

給
付

（
仮

称
）
は

、
早

朝
・
夜

間
・
休

日
保

育
に
も
対

応
）

子
ど
も
・
子

育
て
支

援
事

業
（
仮

称
）

地
域

子
育

て
支

援
事

業

（
地

域
子

育
て
支

援
拠

点
事

業
時

預
か

り
・
延

長
保

育
事

業

病
児

病
後

児
保

放
課

後
児

童

※
指
定
対
象
は
、
質

の
確

保
の

た
め
の

客
観

的
な
基

準
を
満

た
し
た
施

設
。
具

体
的

に
は

、
総

合
こ
ど
も
園

（
仮

称
）
、
幼
稚

園
、
保
育
所

、
そ
れ

以
外
の

客
観
的

な
基

準
を
満

た
し
た
施

設
。

（
地

域
子

育
て
支

援
拠

点
事

業
、
一

時
預
か
り
、

乳
児

家
庭

全
戸

訪
問

事
業

等
）

対
象

事
業

の
範

囲
は

法
定

・
病

児
・
病

後
児

保
育

事
業

放
課

後
児

童
ク
ラ
ブ
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指
定

制
度

の
導

入
及

び
こ
ど
も
園

給
付

（
仮

称
）
等

の
創

設
に
つ
い
て

【
基

本
的

な
考

え
方

】

○
新
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
は
、
指
定
制
の
導
入
に
よ
り
、
質
の
確
保
の
た
め
の
客
観
的
な
基
準
を
満
た
す
こ
と
を
要

件
に
、
①
認
可
外
施
設
を
含
め
て
参
入
を
認
め
、
②
株
式
会
社
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
、
多
様
な
事
業
主
体
の
参
入
を
認
め
る

こ
と
に
よ
り
、
保
育
の
量
的
拡
大
を
図
る
と
と
も
に
、
利
用
者
が
ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
多
様
な
施
設
や
事
業
を
選
択
で

き
る
仕
組
み
と
す
る

き
る
仕
組
み
と
す
る
。

事
業
の
開
始

【
基

準
を
満

た
さ
な

【
指

定
制

の
イ
メ
ー
ジ
】

そ
の
他
の
施
設
の
届
出

総
合

こ
ど
も
園

（
仮

称
）
、
幼

稚
園

又
は

保
育

所
の

認
可

【
基

準
を
満

た
さ
な

い
施

設
】

（
ベ
ビ
ー
ホ
テ
ル

等
）

【
認
可
と
同
等
の

基
準
を
満
た
す

施
設
】

【
多
様
な
保
育
】

（
小
規
模
保
育
等
）

そ
の
他
の
施
設
の
届
出

財
政
措
置

地
域

型
保

育
（
仮

称
）

指
定
に
よ
り

ど
も
園

給
付

（
仮

称
）
の

対
象

×
こ
ど
も
園

（
仮

称
）

＝
＝

指
定
に
よ
り
、
こ
ど
も
園

給
付

（
仮

称
）
の

対
象

指
定
に
よ
り
、
地

域
型

保
育

給
付

（
仮

称
）
の
対
象

（財
政
措
置
無
し
）

認
可
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、
質
の
確
保
の
た
め
の
客
観
的
な
基
準
を
満
た
し
た
施
設
や
多
様
な
保
育
に
つ
い
て
、
給
付
の
対
象
と
す
る
。

※
１

こ
ど
も
園

（
仮

称
）
と
は

、
指

定
を
受

け
た
総

合
こ
ど
も
園

（
仮

称
）
、
幼

稚
園

、
保

育
所

、
そ
れ

以
外

の
客

観
的

な
基

準
を
満

た
し
た
施

設
で
あ
り
、
そ
の

総
称
。

※
２

地
域
型
保
育
（
仮
称
）
と
は
、
客
観
的
な
基
準
を
満
た
す
小
規
模
保
育
、
家
庭
的
保
育
、
居
宅
訪
問

型
保
育
、
事
業
所
内
保
育
。

認
可
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、
質
の
確
保
の
た
め
の
客
観
的
な
基
準
を
満
た
し
た
施
設
や
多
様
な
保
育
に
つ
い
て
、
給
付
の
対
象
と
す
る
。
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【
具

体
的

な
制

度
設

計
】

指
定

制
度

の
導

入
及

び
こ
ど
も
園

給
付

（
仮

称
）
等

の
創

設
に
つ
い
て
（
続

き
）

指
定

制
度

の
導

入
及

び
こ
ど
も
園

給
付

（
仮

称
）
等

の
創

設
に
つ
い
て
（
続

き
）

法
人
格

こ
ど
も
園

（
仮

称
）
：
安

定
的

・
継

続
的

な
運

営
を
担

保
す
る
観

点
か

ら
、
法

人
格

を
条

件

多
様

な
保

育
事

業
を
行

う
指

定
事

業
者

：
法

人
で
な
い
場

合
で
も
、
一

定
の

条
件

を
満

た
せ

ば
指

定
の

対
象

指
定
基
準

国
が

定
め
る
基

準
を
踏

ま
え
、
指

定
権

限
を
有

す
る
地

方
公

共
団

体
が

条
例

で
定

め
る
。

【
具

体
的

な
制

度
設

計
】

指
定
基
準

国
が

定
め
る
基

準
を
踏

ま
え
、
指

定
権

限
を
有

す
る
地

方
公

共
団

体
が

条
例

で
定

め
る
。

撤
退
規
制
等

・
撤

退
の

際
、
事

前
届

出
、
予

告
期

間
の

設
定
、
利

用
者

の
継

続
的

利
用

の
た
め
の

調
整

義
務

等
を
課

す
・
質
の
確
保
の
観

点
か

ら
、
数

年
ご
と
に
指

定
を
更

新
・
保

護
者

の
選

択
に
資

す
る
観

点
か

ら
、
情

報
開

示
の

義
務

化
を
行

う

※
質
の
向
上
の
観
点
か
ら
、
職
員
配
置
基
準
の
引
き
上
げ
等
を
検
討

指
定
・

指
導

監
督

主
体

こ
ど
も
園

（
仮

称
）
：
新

シ
ス
テ
ム
の

実
施

主
体

が
市

町
村

（
基

礎
自

治
体

）
で
あ
る
こ
と
を
踏

ま
え
、
地

域
の

実
情

や
市

町
村

の
事

務
負

担
等

に
応

じ
、
柔

軟
な
対

応
が

可
能

と
な
る
よ
う
検

討
。

地
域

型
保

育
（
仮

称
）
を
行

う
指

定
事

業
者

：
地

域
の

実
情

に
応

じ
た
供

給
量

の
確

保
の

観
点

か
ら
、
市

町
村

と
す
る

権
限

指
定

指
導
監
督
主

体
に

立
入

検
査

基
準

遵
守

の
勧

告
措

置
命
令

指
定

取
消

等
の

権
限

を
与

え
る

権
限

指
定
・
指
導
監
督
主

体
に
、
立

入
検

査
、
基

準
遵

守
の

勧
告
・
措

置
命
令

、
指

定
取

消
等

の
権

限
を
与

え
る

需
給
調
整

指
定

基
準

を
満

た
す
施

設
は

す
べ

て
指

定
す
る
。
た
だ
し
、
施

設
数

が
過

大
と
な
っ
て
い
る
場

合
、
指

定
主

体
の

権
限

に
お
い
て
新

規
の

指
定

や
更

新
を
行

わ
な
い
こ
と
が

で
き
る
。

経
過
措
置

施
行

の
際

、
現

に
幼

稚
園

・
保

育
所

の
認

可
を
有

す
る
施

設
は

、
こ
ど
も
園

（
仮

称
）
の

指
定

が
あ
っ
た
も
の

と
み

な
す

※
施
行
前
に
現
に
認
可
を
受
け
て
い
る
施
設
に
つ
い
て
は
、
法
人
格
を
有
し
な
く
て
も
指
定

を
受
け
ら
れ
る
こ
と
と
す
る
。

※
現

行
の

幼
稚

園
、
保

育
所

、
認

定
こ
ど
も
園

か
ら
の

円
滑

な
移
行
に
留
意
す
る
。
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○
こ
ど
も
園
給
付
（
仮
称
）
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
給
付
構
成
を
基
本
と
す
る
。

こ
ど
も
園

給
付

（
仮

称
）
の

創
設

＜
現
行
制
度
＞

＜
新

た
な
制

度
＞

a.
満
３
歳
以
上
児
に
対
す
る
標
準
的
な
教
育
時
間
及
び
保
護
者
の
就
労
時
間
等
に
応
じ
た
保
育
に
対
応
す
る
給
付

b.
満
３
歳
未
満
児
の
保
護
者
の
就
労
時
間
等
に
応
じ
た
保
育
に
対
応
す
る
給
付

＜
現
行
制
度
＞

＜
新

た
な
制

度
＞

幼
稚
園

私
学
助
成

保
育

の
必

要
量

（
「
欠

け
る
」
程

度
）

８
H

認
定

こ
ど
も
園

の

幼
稚
園
機
能
部
分

満
３
歳
未
満

満
３
歳
以
上

私
学
助
成

（
預
か
り
保
育
補
助
）

私
学
助
成

４
H

安
心

こ
ど
も
基

金

財 政 措 置

保
育
の
必
要
量

長
時

間

保
育

の
必

要
量

長
時
間

就
園
奨
励
費

施
設
に
よ
っ
て
異
な
る

利 用 者

負 担
※

私
立

の
場

合

こ
ど
も
園

給
付

（
仮

称
）

主
と
し
て
保

護
者

の
就

労
に

応
じ
た
時

間

標
準
的
な

教
育
時
間

こ
ど
も
園

給
付

（
仮

称
）

保
育

の
必

要
量

（
「
欠

け
る
」
程

度
）

８
H

認
定

こ
ど
も
園

の

保
育
所
機
能
部
分

保
育
所

法
律
に
基
づ
き
利
用
者
が
一
部
負
担

法
律
に
基
づ
き
利
用
者
が
一
部
負
担

保
育
所
運
営
費

４
H

安
心

こ
ど
も
基

金

財 政 措 置
※

上
記

の
他

、
特

色
あ
る
取

組
（
例

：
特

別
支

援
教

育
等

）
に
対

す
る
奨

励
的

な
補

助
と
し
て
私

学
助

成
を
措

置
。

※
指

定
を
受

け
な
い
幼

稚
園

の
場

合
は

新
シ
ス
テ
ム
の
枠
外
で

私
学
助
成
を
継
続
。

利 用 者

負 担
所
得
に
応
じ
た

費
用

徴
収

施
設
に
よ
っ
て
異
な
る

※
指

定
を
受

け
な
い
幼

稚
園

の
場

合
は

、
新
シ
ス
テ
ム
の
枠
外
で
、
私

学
助

成
を
継

続
。

※
休

日
保

育
、
早

朝
・
夜

間
保

育
に
つ
い
て
も
対

応
す
る
。
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○
こ
ど
も
園
給
付
（
仮
称
）
に
つ
い
て
は
、
保
護
者
に
対
す
る
個
人
給
付
を
基
礎

と
し
、
確
実
に
学
校
教
育
・
保
育
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
、

法
定

代
理

受
領

の
仕

組
み

と
す
る
。

○
例
外
の
な
い
保
育
の
保
障
の
観
点
か
ら

市
町
村
が
客
観
的
基
準
に
基
づ
き

保
育
の
必
要
性
を
認
定
す
る
仕
組
み
と
す
る

新
た
な
制

度
に
お
け
る
行

政
が

関
与

し
た
利

用
手

続
き

○
例
外
の
な
い
保
育
の
保
障
の
観
点
か
ら
、
市
町
村
が
客
観
的
基
準
に
基
づ
き
、
保
育
の
必
要
性
を
認
定
す
る
仕
組
み
と
す
る
。

○
契
約
に
つ
い
て
は
、
保
育
の
必
要
性
の
認
定
を
受
け
た
子
ど
も
と
受
け
な
い
子
ど
も
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、
市
町
村
の
関
与
の
下
、
保
護
者
が

自
ら
施
設
を
選
択
し
、
保
護
者
が
施
設
と
契
約
す
る
公
的
契
約
と
し
、
「
正
当
な
理
由
」
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
施
設
に
応
諾
義
務
を
課
す
。

○
入
園
希
望
者
が
定
員
を
上
回
る
場
合
は
「
正
当
な
理
由
」
に
該
当

す
る
が
、
こ
の
場
合
、
施
設
は
、
国
の
選
考
基
準

※
に
基
づ
き
、
選
考
を
行
う
。

※
保
育

必
要
性

認
定
を
受
け
た
子
ど
も

は
定
員

上
応
募
が
あ
る
場
合

優
先
利
用

配
慮

保
育

必
要
度

応
じ

選
定
す
る

保
育

必
要
性

認
定
を

※
保

育
の
必

要
性
の

認
定
を
受
け
た
子
ど
も
に
つ
い
て
は
、
定
員
以
上
に
応
募
が
あ
る
場
合

、
優
先
利
用

に
配
慮
し
つ
つ
、
保

育
の
必

要
度
に
応
じ
て
選
定
す
る
。
保

育
の
必

要
性
の
認

定
を

受
け
な
い
子
ど
も
に
つ
い
て
は
、
施
設
の
設
置
者
が
定
め
る
選
考
基
準
（
選
考
方
法
）
に
基
づ
き
選
考
す
る
こ
と
を
基
本
と
す
る
。

○
公
的
契
約
に
関
す
る
市
町
村
の
関
与
に
つ
い
て
は
、
次
の
通
り
と
す
る
。
【
p.
２
０
参
照
】

①
管
内
の
施
設
・
事
業
者
の
情
報
を
整
理
し
、
子
育
て
家
庭
に
広
く
情
報
提
供
し
、
相
談
に
対
応
す
る
。
市
町
村
の
あ
っ
せ
ん
（
市
町
村
に
よ
る
、
利
用
可
能
な
施
設

と
の

契
約
の

補
助
）
に
よ

る
利
用
が
必
要
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
は
、
保
育
の
必
要
性
の
認
定
等
と
合
わ
せ
て
、
市
町
村
が
利
用
可
能
な
施
設
・
事
業
者
へ
の
あ
っ
せ
ん
・
要
請
を
行
う
。

市
町

村
・
質

の
確

保
さ
れ

た
学

校
教

育
保

育
の

提
供

責

＜
現
行
制
度
＞

＜
新

た
な
制
度
＞

②
当

面
、
保
育

需
要

が
供

給
を
上
回

っ
て
い
る
場

合
に
は
、
市
町
村
に
利
用
希
望
を
提
出
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
市
町
村

が
利

用
調
整

を
行
う
。

③
契
約
に
よ
る
利
用
が
著
し
く
困
難
と
判
断
し
た
場
合
に
は
、
市
町
村
が
措
置
に
よ
る
入
所
・
利
用
を
行
う
。

学
校

教
育

市
町

村
教

育
・
保

育
の

提
供

責
務

・
質

の
高

い
学

校
教

育
・
保

育
の

提
供

【 幼 稚 園 】

【 こ ど も 園
利

用
支

援

利
用

者
幼
稚
園

※
市
町
村
に
よ
っ
て
は
、
幼
稚
園
が

利
用
者
に
代
わ

っ
て
幼
稚
園

就
園
奨

励
費
を
代
理
受

領
し
、

保
育

料
の

軽
減

を
図

る
仕

組
み

を
取

っ
て
い
る
。

保
育

料

契
約

学
校

教
育

・
保

育
の

提
供

育
保

育
の

提
供

・
応

諾
義

務
（
正

当
な

理
由

の
な
い
場

合
）

】
（ 仮 称 ） 】

利
用

支
援
、

調
整

、
措

置

利
用
者

こ
ど
も
園

（
仮

称
）

保
育

料

公
的
契
約

【 保 育 所 】

市
町

村

保
育

の
実

施

利
用

者
認
可
保
育
所

※
こ
ど
も
園

給
付

（
仮

称
）
と
は

、
子

ど
も
・
子

育
て
支

援
給

付
（
仮

称
）
の

中
で
、
指

定
こ
ど
も

園
（
仮

称
）
を
対

象
と
す
る
も
の

。
子

ど
も
・
子

育
て
支

援
給

付
（
仮

称
）
に
、
多

様
な
保

育
事

業
を
行

う
事

業
者

を
対

象
と
し
た
地

域
型

保
育

給
付

（
仮

称
）
も
含

ま
れ

る
が

、
上

記
の

整
理

は
、
地

域
型

保
育

給
付

（
仮

称
）
に
も
共

通
す
る
も
の

で
あ
る
。

保
育
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地
域

型
保

育
給

付
（
仮

称
）
の

創
設

基
本

的
な

制
度

設
計

○
こ

ど
も

園
（

仮
称

）
を

対
象

と
す

る
こ

ど
も

園
給

付
（

仮
称

）
に

加
え

、
以

下
の

保
育

事
業

を
地

域
型

保
育

給
付

（
仮

称
）

の
対

象
と

し
、

多
様

な
施

設
や

事
業

の
中

か
ら

利
用

者
が

選
択

で
き

る
仕

組
み

と
す

る
。

◇
小

規
模

保
育

（
利

用
定

員
６

人
以

上
１

９
人

以
下

）
◇

家
庭

的
保

育
（

利
用

定
員

５
人

以
下

）
◇

家
庭

的
保

育
（

利
用

定
員

５
人

以
下

）
◇

居
宅

訪
問

型
保

育
◇

事
業

所
内

保
育

（
主

と
し

て
従

業
員

の
ほ

か
、

地
域

に
お

い
て

保
育

を
必

要
と

す
る

子
ど

も
に

も
保

育
を

提
供

）

○
待

機
児

童
が

都
市

部
に

集
中

し
ま

た
待

機
児

童
の

大
半

が
満

３
歳

未
満

の
児

童
で

あ
る

こ
と

を
踏

ま
え

こ
う

し
た

小
○

待
機

児
童

が
都

市
部

に
集

中
し

、
ま

た
待

機
児

童
の

大
半

が
満

３
歳

未
満

の
児

童
で

あ
る

こ
と

を
踏

ま
え

、
こ

う
し

た
小

規
模

保
育

や
家

庭
的

保
育

な
ど

の
量

的
拡

充
に

よ
り

、
待

機
児

童
の

解
消

を
図

る
。

○
小

規
模

保
育

、
家

庭
的

保
育

な
ど

、
事

業
そ

れ
ぞ

れ
の

特
性

に
応

じ
た

客
観

的
な

指
定

基
準

を
設

定
し

、
質

の
確

保
を

図
る

。

○
保

育
の

必
要

性
の

認
定

、
公

的
契

約
、

市
町

村
の

関
与

、
公

定
価

格
の

算
定

の
考

え
方

、
給

付
の

支
払

方
法

な
ど

は
、

こ
ど

も
園

給
付

（
仮

称
）

と
同

様
と

す
る

。
方

法
な

ど
は

、
こ

ど
も

園
給

付
（

仮
称

）
と

同
様

と
す

る
。
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地
域

型
保

育
（

仮
称

）
の

充
実

に
よ

る
都

市
部

の
待

機
児

童
対

策

地
域

型
保

育
給

付
（
仮

称
）
の

創
設

（
続

き
）

地
域

型
保

育
給

付
（
仮

称
）
の

創
設

（
続

き
）

○
３

歳
未

満
児

に
重

点
に

し
た

小
規

模
な

保
育

の
類

型
と

し
て

新
設

→
都

市
部

で
の

小
規

模
な

拠
点

の
整

備
を

推
進

（
例

：
余

裕
教

室
等

の
公

的
ス

ペ
ー

ス
、

賃
貸

ス
ペ

ー
ス

等
を

活
用

）
⇔

質
を

確
保

す
る

基
準

を
設

定

○
３

歳
以

上
児

の
学

校
教

育
・

保
育

を
行

う
「

こ
ど

も
園

」
（

仮
称

）
と

の
連

携
を

確
保

（
分

園
を

含
む

）

※
連

携
先

こ
ど

も
園

の
確

保
が

難
し

い
場

合
、

市
町

村
が

調
整

す
る

こ
と

も
可

能
と

す
る

。
※

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

、
地

域
子

育
て

支
援

拠
点

、
一

時
預

か
り

な
ど

を
併

設
し

、
一

体
的

に
取

り
組

む
形

態
も

想
定

○
市

町
村

内
の

保
育

ニ
ー

ズ
に

つ
い

て
、

一
定

以
上

の
規

模
を

有
す

る
こ

ど
も

園
（

仮
称

）
に

よ
る

対
応

を
基

本
と

し
つ

つ
子

ど
も

・
子

育
て

家
庭

に
と

っ
て

身
近

な
地

域
に

お
け

る
保

育
の

利
用

を
確

保
す

る
観

点

一
般

市
町

村
に

お
け

る
地

域
型

保
育

（
仮

称
）

の
展

開
（

多
機

能
型

）

基
本

と
し

つ
つ

、
子

ど
も

子
育

て
家

庭
に

と
っ

て
身

近
な

地
域

に
お

け
る

保
育

の
利

用
を

確
保

す
る

観
点

か
ら

、
地

域
型

保
育

（
仮

称
）

を
組

み
合

わ
せ

て
、

地
域

の
保

育
機

能
を

確
保

○
こ

ど
も

園
（

仮
称

）
と

連
携

の
確

保
（

連
携

先
こ

ど
も

園
の

確
保

が
困

難
な

場
合

、
市

町
村

に
よ

る
調

整
を

可
能

と
す

る
。

）
を

可
能

と
す

る
。

）

○
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
、

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
、

一
時

預
か

り
な

ど
を

併
設

す
る

こ
と

に
よ

り
、

地
域

の
多

様
な

保
育

ニ
ー

ズ
に

対
応

可
能

な
仕

組
み

→
郡

部
な

ど
の

人
口

減
少

地
域

な
ど

で
も

、
地

域
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
の

子
育

て
支

援
の

拠
点

を
維

持
・

確
保

※
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
、

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
、

一
時

預
か

り
な

ど
の

本
来

の
要

件
に

つ
い

て
の

考
え

方
は

後
述

※
郡

部
な

ど
の

人
口

減
少

地
域

等
に

お
い

て
は

、
子

ど
も

・
子

育
て

家
庭

に
と

っ
て

身
近

な
地

域
に

お
け

る
学

校
教

育
・

保
育

を
確

保
す

る
観

点
か

ら
、

例
外

的
に

３
歳

以
上

児
の

利
用

も
認

め
る

。
３

歳
以

上
児

の
学

校
教

育
保

育
を

保
障

す
る

た
め

に
必

要
な

「
こ

ど
も

園
」

（
仮

称
）

や
地

域
の

小
学

校
と

の
連

→
３

歳
以

上
児

の
学

校
教

育
・

保
育

を
保

障
す

る
た

め
に

必
要

な
、

「
こ

ど
も

園
」

（
仮

称
）

や
地

域
の

小
学

校
と

の
連

携
を

法
令

に
位

置
づ

け
、

具
体

的
な

連
携

方
策

を
更

に
検

討
※

都
市

部
の

待
機

児
童

対
策

と
し

て
の

地
域

型
保

育
事

業
と

の
違

い
に

留
意

す
る
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・
都
市
部
で
は
、
こ
ど
も
園
（
仮
称
）
を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
施
設
と
し
て
、
家
庭
的
保
育
（
保
育
マ
マ
）
や
小
規
模
保
育
を
増

小
規

模
保

育
等

の
活

用
に
よ
る
地

域
の

子
育

て
支

援
機

能
の

充
実

（
イ
メ
ー
ジ
）

や
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
待
機
児
童
の
解
消
を
図
り
ま
す
。

・
人

口
減
少
地
域
で
は
、
隣
接
自
治
体
の
こ
ど
も
園
（
仮
称
）
と
連
携
し
な
が
ら
、
小
規
模
保
育
等
の
拠
点
に
よ
っ
て
、

地
域
の
子
育
て
支
援
機
能
を
維
持
・
確
保
し
ま
す
。

（
都

市
部

）
小

規
模

保
育

事
業

（
施

設
型

）
家
庭
的
保
育

バ
ッ
ク
ア
ッ

プ
施
設

小
規
模

保
育
事
業

（
施

設
型

）

小
規
模
保
育
事
業

（
施

設
型

）

交
流
、
相
談
・

助
言

機
能

放
課
後

児
童

ク
ラ
ブ

待
機

児
童

こ
ど
も
園
（
仮
称
）

バ
ッ
ク
ア
ッ

プ
施
設

家
庭
的
保
育

待
機

児
童

（
大
都
市
部
以
外
の
地
域
）

郡
部

な
ど
の

人
口

減
少

地
域

に
お
い
て
、
隣

接
自

治
体

の
こ
ど
も
園

（
仮

称
）

と
連
携
し
な
が
ら

小
規
模
保
育
等
の
拠
点
に
よ
っ
て

バ
ッ
ク
ア
ッ

プ
施
設

身
近

な
地
域

で
利

用

待
機
児
童

隣
接

市

小
規

模
保

育

交
流
、
相

談
・
助

言
機

能

と
連
携
し
な
が
ら
、
小
規
模
保
育
等
の
拠
点
に
よ
っ
て
、

地
域

の
子

育
て
支

援
機

能
を
維

持
・
確

保

放
課

後
児

童
ク
ラ
ブ

地
域
保
育
型
・

子
育

て
支

援
事

業

こ
ど
も
園

（
仮

隣
接
市
で
も
可

こ
ど
も
園
（
仮
称
）

地
域

子
育

て
支

援
拠

点

こ
ど
も
園

（
仮

称
）

こ
ど
も
園
（
仮
称
）

遠
距

離
利
用

や
そ

も
そ

も
利

用
断

念
し

て
い

る
実

態
を
改
善

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

利
用

断
念
し

て
い

る
実

態
を
改
善

小
学

校
と
の

連
携

地
域
の
小
学
校
と
の
連

携
に

よ
り

、
３
歳
以
上
児
も
利
用
可
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○
学
校
教
育
・
保
育
及
び
家
庭
に
お
け
る
養
育
支
援
を
一
体
的
に
提
供
す
る
総
合
こ
ど
も
園
（
仮
称
）
を
創
設
す
る
。

※
こ
こ
で
言

う
「
学

校
教

育
」
と
は

、
現

行
の

学
校

教
育

法
に
位

置
付

け
ら
れ

る
小

学
校

就
学

前
の

満
３
歳

以
上

の
子

ど
も
を
対

象
と
す
る
教

育
（
幼

児
期

の
学

校
教

育
）

総
合

こ
ど
も
園

（
仮

称
）
の

創
設

※
こ
こ
で
言

う
学

校
教

育
」
と
は

、
現

行
の

学
校

教
育

法
に
位

置
付

け
ら
れ

る
小

学
校

就
学

前
の

満
３
歳

以
上

の
子

ど
も
を
対

象
と
す
る
教

育
（
幼

児
期

の
学

校
教

育
）

を
言

い
、

「
保

育
」
と
は

児
童

福
祉

法
に
位

置
付

け
ら
れ

る
乳

幼
児

を
対

象
と
し
た
保

育
を
言

う
。
以

下
同

じ
。

ア
満
３
歳
以
上
児
の
受
入
れ
を
義
務
付
け
、
標
準
的
な
教
育
時
間
の
学
校
教
育
を
す
べ
て
の
子
ど
も
に
保
障
。

ま
た
、
保

育
を
必

要
と
す
る
子

ど
も
に
は

、
学

校
教

育
の

保
障

に
加

え
、
保

護
者

の
就

労
時

間
等

に
応

じ
て
保

育
を
保

障
。

イ
保
育
を
必
要
と
す
る
満
３
歳
未
満
児
に
つ
い
て
は
、
保
護
者
の
就
労
時
間
等
に
応
じ
て
保
育

を
保
障
。

○
総
合
こ
ど
も
園
（
仮
称
）
に
つ
い
て
は
、
学
校
教
育
、
児
童
福
祉
及
び
社
会
福
祉
の
法
体
系
に
お
い
て
、
学
校
、
児

童
福
祉
施
設
及
び
第
２
種
社
会
福
祉
事
業
と
し
て
位
置
づ
け
る
。

※
総
合
こ
ど
も
園
は
、
幼
稚
園
と
同
様
に
、
小
学
校
就
学
前
の
学
校
教
育
を
行
う
学
校
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
。
（
総
合
こ
ど
も
園
に
お
け
る
学
校
教
育
は
、
幼
稚
園
と
同
様
に
、
幼
児

の
具
体
的
な
生
活
経
験
に
基
づ
い
た
総
合
的
指
導
を
行
い
、
幼
児
の
健
や
か
な
成
長
の
た
め
の
適
当
な
環
境
に
お
け
る
心
身
の
発
達
を
助
長
す
る
目
的
で
行
わ
れ
る
も
の
。
）

の
具
体
的
な
生
活
経
験
に
基

い
た
総
合
的
指
導
を
行
い
、
幼
児
の
健
や
か
な
成
長
の
た
め
の
適
当
な
環
境
に
お
け
る
心
身
の
発
達
を
助
長
す
る
目
的
で
行
わ
れ
る
も
の

。
）

※
総
合
こ
ど
も
園
は
、
幼
稚
園
と
と
も
に
、
小
学
校
就
学
前
の
学
校
と
し
て
、
小
学
校
教
育
と
の
連
携
・
接
続
が
必
要
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
明
確
に
す
る
。

○
な
お
、
満
３
歳
未
満
児
の
受
入
れ
は
義
務
付
け
な
い
が
、
財
政
措
置
の
一
体
化
等

※
に
よ
り
、
満
３
歳
未
満
児
の
受

入
れ
を
含
め
、
幼
稚
園
及
び
保
育
所
等
の
総
合
こ
ど
も
園
（
仮
称
）
へ
の
移
行
を
促
進
す
る
。

※
例
え
ば

現
行
制
度
で
い
え
ば

幼
稚
園
型
認
定
こ
ど
も
園
の
保
育
所
機
能
部
分

保
育
所
型
認
定
こ
ど
も
園
の
幼
稚
園
機
能
部
分
に
つ
い
て
も
基
準
を
満
た
せ
ば
財
政
措
置

を
受
け

※
例

え
ば

、
現
行
制
度
で
い
え
ば
、
幼
稚
園
型
認
定
こ
ど
も
園
の
保
育
所
機
能
部
分
、
保
育
所
型
認
定
こ
ど
も
園
の
幼
稚
園
機
能
部
分
に
つ
い
て
も
基
準
を
満
た
せ
ば
財
政
措
置
を
受
け

ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
や
、
調
理
室

（
満

３
歳

未
満

児
に
つ
い
て
は

自
園

調
理

が
必

須
）
等
へ
の
補
助
制
度
を
創
設
す
る
こ
と
、
保
育
単
価
等
に
よ
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
付
与
す
る
こ
と
な
ど
。

長
時
間

標
準
時
間

総
合
こ
ど
も
園

（
仮

称
）
の

認
可

新
制

度
現

行
制

度
幼

稚
園
の
認
可

満
３
歳

以
上

満
３
歳

未
満

長
時
間

学
校

教
育

標
準
時
間

学
校

教
育

学
校

教
育

ー
ー

満
３
歳

以
上

保
育

を
必

要
と
す
る

保
育

を
必

要
と
し
な
い

総
合

ど
も
園

（
仮

称
）
の

認
可

保
育

（
児

童
福
祉

）
満

３
歳

未
満

満
３
歳

以
上

保
育
に
欠
け
る

保
育
所
の
認
可

ー
ー

満
３
歳

以
上

学
校

教
育

学
校

教
育

（
児

童
福
祉

）

保
育

に
欠

け
な
い

保
育

満
３
歳

以
上

満
３
歳

未
満

ー ー
保

育
（
児

童
福

祉
）

満
３
歳

未
満

ー
保

育
（
児

童
福
祉

）

保
育

（
児

童
福

祉
）
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総
合

こ
ど
も
園

（
仮

称
）
の

具
体

的
制

度
設

計
に
つ
い
て
（
案

）

総
合
こ
ど
も
園
（
仮
称
）
の
具
体
的
制
度
設
計
に
つ
い
て
（
案
）

総
合
こ
ど
も
園
（
仮
称
）
の
具
体
的
制
度
設
計
に
つ
い
て
（
案
）

設
置
主
体

国
、
地

方
公

共
団

体
、
学

校
法

人
、
社

会
福

祉
法

人
及

び
一

定
の

要
件

を
満

た
し
た
株

式
会

社
、
N
P
O
等

の
法

人
※
一
定
の
要
件
は
以
下
の
と
お
り
。

①
施
設
及
び
設
備
又
は
こ
れ
ら
に
要
す
る
資
金
並
び
に
当
該
総
合
こ
ど
も
園
（
仮
称
）
の
経
営
に
必
要
な
財
産
を
有
す
る
こ
と

②
役
員
が

経
営

必
要
な
知
識

は
経
験
を
有
す
る

と
②
役
員
が
、
経
営
に
必
要
な
知
識

又
は
経
験
を
有
す
る
こ
と

③
役
員
が
社
会
的
信
望
を
有
す
る
こ
と

④
業

務
状

況
書

類
等

の
作

成
、
閲

覧

⑤
経

理
を
他

の
経

理
と
分

離
す
る
こ
と
・
総

合
こ
ど
も
園

会
計

か
ら
の

資
金

流
出

を
制

限
※
す
る
こ
と

※
具
体
的
に
は
、
①
「
総
合
こ
ど
も
園
会
計
」
か
ら
「
子
ど
も
・
子
育
て
新
シ
ス
テ
ム
関
係
事
業
及
び
学
校
・
社
会
福
祉
事
業
以
外
の
事
業
に
係
る
会
計
」
へ
の
繰
入

は
認
め
な
い
、
②
「
総
合
こ
ど
も
園
会
計
」
か
ら
の
株
主
へ
の
配
当
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
上
限
を
設
け
る
、
こ
と
と
す
る
。

認
可
主
体

都
道
府
県
知
事

※
大
都
市
（
指
定
都
市
、
中
核
市
）
に
権
限
を
委
譲

指
定
都
市
・
中
核
市
が
認
可
を
す
る
場
合
、
市
長
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
都
道
府
県
知
事
と
の
協
議
を
行
う
。

監
督

立
入

検
査

、
改

善
勧

告
、
改

善
命

令
、
事

業
停

止
命

令
、
閉

鎖
命

令
、
認

可
の

取
消

し

審
議
会
の
意
見

聴
取

（
公

立
）
事

業
停

止
命

令
、
閉

鎖
命

令
→

事
前
に
意
見
聴
取

（
私

立
）
設

置
認

可
、
認

可
の

取
消
し
、
事

業
停

止
命

令
、
閉

鎖
命

令
→

事
前

に
意
見
聴
取

（
私

）
設

置
認

可
、
認

可
取

消
、
事

業
停

命
令

、
閉

鎖
命

令
事
前

意
見
聴
取

教
育
委
員
会
の

関
与

（
公

立
）
地

方
公

共
団

体
の

長
が

事
務

を
管

理
・
執

行
す
る
に
当

た
り
教

育
委

員
会

の
意

見
を
聴

く
等

の
関

与

（
私

立
）
知

事
は

、
必

要
と
認

め
る
と
き
、
教

育
委

員
会

に
助

言
・
援

助
を
求

め
る
こ
と
が

で
き
る
（
現

行
と
同

様
）

設
置
基
準

現
行
の
幼
保
連

携
型

認
定
こ
ど
も
園

の
基

準
を
基

礎
と
す
る
。

設
置
基
準

現
行

の
幼

保
連

携
型

認
定

ど
も
園

の
基

準
を
基

礎
と
す
る
。

※
職
員
配
置
基
準
（
学
級
編
制
基
準
）
の
引
き
上
げ
等
を
検
討

配
置

職
員

園
長

、
保

育
教

諭
（
仮

称
）

※
、
学

校
医

、
学

校
歯

科
医

、
学

校
薬

剤
師

、
調

理
員

→
必
置

副
園

長
、
教

頭
、
主

幹
保

育
教

諭
（
仮

称
）
、
指

導
保

育
教

諭
（
仮

称
）
等

→
任
意
配
置

副
園

長
、
教

頭
、
主

幹
保

育
教

諭
（
仮

称
）
、
指

導
保

育
教

諭
（
仮

称
）
等

任
意
配
置

※
保
育
教
諭
（
仮
称
）
は
、
幼
稚
園
教
諭
の
免
許
状
と
保
育
士
資
格
を
併
有
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
。

公
立
の
職
員
の

身
分

（
公

立
）
基

本
的

に
教

育
公

務
員

特
例

法
に
規

定
す
る
教

育
公

務
員

と
し
て
の

取
扱

い
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総
合
こ
ど
も
園
（
仮
称
）
の
具
体
的
制
度
設
計
に
つ
い
て
（
案
）
（
続
き
）

研
修

（
公

立
）
研

修
の

充
実

が
図

ら
れ

る
（
教

育
基

本
法

９
条

）
研

修
機

会
の

付
与

職
専

免
研

修
等

研
修

（
公

立
）
研

修
の

充
実

が
図

ら
れ

る
（
教

育
基

本
法

９
条

）
、
研

修
機

会
の

付
与

、
職

専
免

研
修

等

（
私

立
）
研

修
の

充
実

が
図

ら
れ

る
（
教

育
基

本
法

９
条

）

政
治
的
行
為
の

制
限

（
公

立
）
〔
施

設
〕
政

治
教

育
そ
の

他
の

政
治

行
為

の
禁

止
（
教

育
基

本
法

１
４
条

２
項

）

〔
教
員

〕
国

家
公

務
員

と
同

様
の

制
限

（
所

属
地

方
公

共
団

体
内

外
に
関

わ
ら
ず
制

限
）
を
基

本
と
し
、
そ
の

〔
教
員

〕
国

家
公

務
員

と
同

様
の

制
限

（
所

属
地

方
公

共
団

体
内

外
に
関

わ
ら
ず
制

限
）
を
基

本
と
し
、
そ
の

具
体
的
方
法
に
つ
い
て
は
今
後
更
に
検
討

（
私

立
）
〔
施

設
〕
政

治
教

育
そ
の

他
の

政
治

行
為

の
禁

止
（
教

育
基

本
法

１
４
条

２
項

）

評
価
・
情
報
公
開

自
己
評
価

→
義

務
関

係
者

評
価

・
第

三
者

評
価

→
努

力
義
務

保
健

保
健

計
画

策
定

、
保

健
室

設
置

、
健

康
診

断
、
出

席
停

止
制

度
、
臨

時
休

業
制

度

災
害
共
済
給
付

対
象
と
す
る

名
称
使
用
制
限

「
総

合
こ
ど
も
園

（
仮

称
）
」
と
い
う
名

称
又

は
紛

ら
わ

し
い
名

称
を
用

い
て
は

な
ら
な
い

名
称
使
用
制
限

「
総

合
こ
ど
も
園

（
仮

称
）
」
と
い
う
名

称
又

は
紛

ら
わ

し
い
名

称
を
用

い
て
は

な
ら
な
い

税
制

現
行

の
幼

稚
園

及
び

保
育

所
に

対
す

る
措

置
を

踏
ま

え
、

平
成

２
５

年
度

以
降

の
税

制
改

正
要

望
を

通
じ

て
検

討
。

（
主

な
経

過
措

置
等

）
（
主

な
経

過
措

置
等

）

・
保
育
所
（
３
歳
未
満
児
の
み
を
保
育
す
る
い
わ
ゆ
る
乳
児
保
育
所
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
小
学
校
就
学
前
の
全
て
の
子
ど
も
に
学
校
教
育
を
保
障

す
る
観
点
か
ら
、
一
定
期
間
後
（
制
度
の
本
格
施
行
か
ら
３
年
程
度
（
必
要
に
応
じ
て
期
間
の
延
長
を
検
討

）
）
に
全
て
総
合
こ
ど
も
園
（
仮
称
）
に
移
行
。

・
公
立
保
育
所
の
総
合
こ
ど
も
園
（
仮
称
）
へ
の
移
行
に
係
る
法
制
上
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は

移
行
期
間
の
延
長
を
含
め
て

引
き
続
き
検
討
す
る

・
公
立
保
育
所
の
総
合
こ
ど
も
園
（
仮
称
）
へ
の
移
行
に
係
る
法
制
上
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は

、
移
行
期
間
の
延
長
を
含
め
て
、
引

き
続

き
検

討
す
る
。

・
認
定
こ
ど
も
園
に
つ
い
て
は
、
基
準
を
満
た
す
も
の
に
つ
い
て
は
新
制
度
に
お
い
て
、
総
合
こ
ど
も
園
（
仮
称
）
に
円
滑
に
移
行
で
き
る
よ
う
な
特
例
を

設
け
る
。
現
在
は
基
準
を
満
た
さ
な
い
も
の
に
つ
い
て
も
、
施
設
の
実
態
を
把
握
し
た
上
で
、
総
合
こ
ど
も
園
の
基
準
を
満
た
す
た
め
に
必
要
な
支
援

策
を
検

討
す
る
。

・
幼
稚
園
教
諭
免
許
又
は
保
育
士
資
格
の
ど
ち
ら
か
一
方
し
か
有
し
て
い
な
い
者
に
対
し
て
、
所
要
の
経
過
措
置
を
講
ず
る
。

・
そ
の
他
の
関
係
法
令
の
適
用
に
つ
い
て
も
、
現
行
の
幼
稚
園
、
保
育
所
及
び
認
定
こ
ど
も
園
か
ら
の
円
滑
な
移
行
に
配
慮
し
て
、
関
係
規
定
を
整
理

す
る
。
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＜
基

本
的

な
考

え
方

＞

新
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
市

町
村

の
権

限
及

び
責

務
と
児

童
福

祉
法

第
２
４
条

の
改

正
に
つ
い
て

○
新

シ
ス

テ
ム

の
実

施
主

体
で

あ
る

市
町

村
が

そ
の

権
限

と
責

務
を

果
た

す
こ

と
に

よ
り

、
子

ど
も

が
確

実
に

学
校

教
育

・
保

育
を

受
け

る
こ

と
が

で
き

る
仕

組
み

と
す

る
こ

と
が

必
要

で
あ

り
、

そ
の

よ
う

な
視

点
か

ら
、

現
在

の
児

童
福

祉
法

第
２

４
条

を
見

直
し

、
こ

れ
ら

の
権

限
と

責
務

を
児

童
福

祉
法

と
子

ど
も

・
子

育
て

支
援

法
（

仮
称

）
の

２
法

の
中

に
位

置
付

け
る

。
の

中
に

位
置

付
け

る
。

＜
改

正
の

方
向

性
＞

○
現
在
の
児

童
福

祉
法

第
２
４
条

に
規

定
さ
れ

て
い
る
事

項
は

、
お
お
む
ね

下
記

の
と
お
り
。

・
市

町
村

に
よ
る
保

育
の

実
施

義
務

、
直

接
実

施

・
保

育
の

対
象

者
（
「
保

育
に
欠

け
る
」
要

件
）

・
市

町
村

と
保

護
者

の
契

約
に
よ
る
保

育
実

施
・
市

町
村

に
よ
る
利

用
者

へ
の

施
設

の
情

報
提

供
・
定

員
超

過
時

の
市

町
村

に
よ
る
選

考
・
虐

待
事

例
等

特
別

な
支

援
が

必
要

な
子

ど
も
に
対

す
る
、
市

町
村

に
よ
る
保

育
利

用
の

推
奨

○
こ
れ
ら
の
事
項
に
つ
い
て
は

○
こ
れ
ら
の
事
項
に
つ
い
て
は

、

①
児

童
福

祉
法

に
は
、
保

育
を
必

要
と
す
る
子

ど
も
に
対
し
、
市

町
村

が
必

要
な
保

育
を
確

保
す
る
た
め
の

措
置

を
講

ず
る
と

と
も
に
、
関
係
者
の
連
携
・
調

整
を
図

る
旨

の
全

体
的

な
責

務
規

定
に
加
え
て
、
虐
待
事
例
な
ど
特

別
な
支

援
を
必

要
と
す

る
子

ど
も
に
対
す
る
利
用
の
勧

奨
や

入
所

の
措

置
な
ど
、
子

ど
も
の

保
護

の
た
め
に
取

る
べ

き
更

な
る
対

応
に
関
す
る
規

定
を
設
け

保
育

の
利

用
保

障
を
全

体
的

に
下

支
え
す
る
と
と
も
に

定
を
設
け
、
保

育
の

利
用

保
障

を
全

体
的

に
下

支
え
す
る
と
と
も
に
、

②
子

ど
も
・
子

育
て
支

援
法

（
仮

称
）
に
は
、
児
童
福
祉
法
を
ベ
ー
ス
と
し
て
、
確

実
な
給

付
の

保
障

を
行
う
観
点
か
ら
、
市
町

村
に
よ
る
計

画
的

な
幼

児
期

の
学

校
教

育
・
保

育
の

整
備

、
こ
ど
も
園
給
付
（
仮
称
）
等
に
よ
る
個

人
給

付
と
権

利
保

障
、

契
約
に
よ
る
利

用
手

続
・
利

用
支

援
等
の
規
定
を
設
け
、
確

実
な
給

付
の

保
障

を
図
る
、

こ
と
に
よ
り
担

保
し
つ
つ
、
子

ど
も
の

権
利

保
障

を
確

実
な
も
の

と
し
て
い
く
。
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新
シ
ス
テ
ム
に
お

け
る
児

童
福

祉
法

の
改

正
の

方
向

性
（

イ
メ
ー

ジ
）

従
来

の
児

童
福

祉
法

第
２
４
条
に
よ
る
保
育
の
実
施
の
み
な
ら
ず
、
子
ど
も
・
子

育
て
に
関

す
る
市

町
村

の
役

割
・

責
務
を
明
確
に
し
つ
つ

す
べ
て
の
子
ど
も
の
健
や
か
な
育
ち
を
重
層
的
に
保
障

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法

（
仮

称
）

改
正

後
の

児
童

福
祉

法

責
務
を
明
確
に
し
つ
つ
、
す
べ
て
の
子
ど
も
の
健
や
か
な
育
ち
を
重
層
的
に
保

障

◎
全

市
町

村
に
お
け
る
市

町
村

計
画

の
策

定
を
義

務
付

け
、
計

画
的

な
保

育
整

備
【
現

行
は

待
機

児
童

５
０
人

以
上

の
市

町
村

の
み

】

◎
こ
ど
も
園
給
付
（
仮
称
）
等
に
よ
る
個
人
給
付
と
権
利
保
障
の
法
定
化

◎
虐

待
事

例
な
ど
、
特

別
な
支

援
が

必
要

な
子

ど
も
に
対

す
る
市

町
村

に
よ
る
保

育
の

措
置

◎
公
的
契
約
等
に
よ
る
市
町
村
の
適
切
な
関
与
の
下
、
利
用
者
の

選
択
に
基
づ
く
給
付
の
保
障

・
市

町
村

の
関

与
の

下
で
の

適
切

な
契

約
の

締
結

よ
る
保

育
の

措
置

【
新

設
・
現

行
は

規
定

な
し
】

◎
虐

待
事

例
な
ど
、
特

別
な
支

援
が

必
要

な
子

ど
も
に
対

す
る

市
町

村
に

・
待

機
児

童
発

生
時

な
ど
に
お
け
る
市

町
村

に
よ
る
利

用
調

整
、
あ
っ
せ

ん
・

要
請

◎
質
の
確
保
さ
れ
た
給
付
の
提
供
に
つ
い
て
の
市
町
村
の
責
務

必
要

な
子

ど
も
に
対

す
る
、
市

町
村
に

よ
る
保
育
の
利
用
勧
奨
、
支
援

◎
子

ど
も
・
子

育
て
支

援
法

と
あ
い
ま
っ
て
、
保

育
を
必

要
と
す
る
子

ど
も
に
対

し
、
必

要
な
保

育
を
確

保
す
る

措
を
講
ず

村
全
体
的
な
責
務

◎
子

ど
も
・
子

育
て
支

援
法

に
基

づ
く
保

育
、
措

置
な
ど
の

子
ど
も
の

保
護

の
た
め
の

保
育

が
確

実
に
提

供
び

た
め
の

措
置
を
講
ず
る
市
町

村
の

全
体
的
な
責
務

さ
れ
る
よ
う
、
関
連
施
設
・
事
業

の
連

携
及

び
調

整
を
図

る
体

制
整

備
に
関

す
る
市

町
村

の
責

務

※
現
行
の
児
童
福
祉
法
に
よ
り
カ
バ
ー
さ
れ
て
い
る
項
目
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新
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
公

的
契

約
と
市

町
村

に
よ
る
関

与
に
つ
い
て

【
市

町
村

に
よ
る
利

用
支

援
・
調

整
・
措

置
】

○
市

町
村

は
、
公

的
契

約
に
お
い
て
、
適

切
な
施

設
・
事

業
が

確
実

に
利

用
で
き
る
よ
う
以

下
の

関
与

を
行

う
。

①
関
与

の
具

体
的

仕
組

み

○
保
護
者
が
選
択
し
た
施
設

事
業
者
に
申
し
込
む
こ
と
を
基
本
と
す
る

市
町
村
は

管
内
の
施
設

事
業
者

○
保
護
者
が
選
択
し
た
施
設
・
事
業
者
に
申
し
込
む
こ
と
を
基
本

と
す
る
。
市

町
村

は
、
管
内
の
施
設
・
事
業
者

の
情
報
を
整
理
し
、
子
育
て
家
庭
に
広
く
情
報
提
供
し
、
相
談
に
対
応

す
る
。

○
特
別
な
支
援
が
必
要
な
子
ど
も
な
ど
、
あ
っ
せ
ん
（
市
町
村
に
よ
る
、
利
用
可
能
な
施
設
と
の
契
約
の
補
助
）

等
に
よ
る
利
用
が
必
要
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
は

市
町
村
が

関
係
機
関
と
も
連
携
し
て
利
用
調
整
を
行
い

等
に
よ
る
利
用
が
必
要
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
は

、
市
町
村
が

、
関
係
機
関
と
も
連
携
し
て
利
用
調
整
を
行
い
、

認
定
証
の
交
付
と
合
わ
せ
て
、
利
用
可
能
な
施
設
・
事
業
者
を
あ
っ
せ
ん
等

す
る
。

②
当
面
、
保
育
需
要
が
供
給
を
上
回
っ
て
い
る
間
の
関
与
の
仕
組
み

○
市
町
村
は
、
計
画
的
な
基
盤
整
備
に
よ
り
保
育
需
要
が
供
給
を
上
回
る
状
態
を
解
消
す
る
取
組
を
強
力
に
推

進
す
る
こ
と
が
制
度
の
前
提
。
そ
の
上
で
、
当
面
の
対
応
の
た
め
の
、
運
用
上
の
工
夫
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
対

応
が
考
え
ら
れ
る
。

特
別

な
支

援
が

必
要

な
子

ど
も
な
ど

ま
ず

優
先
利
用
の
対
象
と
な
る
子
ど
も
に
つ
い
て

市
町
村
が
利
用

・
特

別
な
支

援
が

必
要

な
子

ど
も
な
ど
、
ま
ず
、
優
先
利
用
の
対
象
と
な
る
子
ど
も
に
つ
い
て
、
市

町
村

が
利

用
調

整
を
行

い
、
利

用
可

能
な
施
設
・
事
業
者
を
あ
っ
せ
ん
等
す
る
。

・
そ
れ
以
外
の
子
ど
も
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
に
利
用
希
望
を
提
出
し
、
市
町
村
が
利
用
調
整
を
行
い
、
利
用

可
能
な
施
設
・
事
業
者
を
あ
っ
せ
ん
等
す
る
ほ
か

当
該
施
設
・
事
業
者
に
対
し
て
当
該
子
ど
も
の
利
用
の
要
請

可
能

な
施

設
・
事

業
者

を
あ
っ
せ

ん
等

す
る
ほ

か
、
当
該
施
設
・
事
業
者
に
対
し
て
当
該
子
ど
も
の
利
用
の
要
請

を
行
う
。

③
市
町
村
に
よ
る
措
置

○
保
育

利
用
が
必
要
と
判
断
さ
れ
る

も
か
か
わ
ら
ず

虐
待
等

よ
り
保
護
者
が
進
ん

保
育

利
用
を
し

○
保

育
の

利
用
が
必
要
と
判
断
さ
れ
る
に
も
か

か
わ

ら
ず
、
虐
待
等

に
よ
り
保
護
者
が
進
ん
で
保

育
の
利
用
を
し

な
い
場
合
な
ど
、
契
約
に
よ
る
利
用
が
著
し
く
困
難
と
市
町
村
が
判
断
し
た
場
合
に
は
、
当
該
子
ど
も
に
つ
い
て
、

市
町
村
が
施
設
に
対
し
て
措
置
す
る
（
措
置
に
よ
る
入
所
・
利
用

）
。
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新
た
な
制

度
に
お
け
る
利

用
者

負
担

の
基

本
的

考
え
方

新
た
な
制

度
に
お
け
る
利

用
者

負
担

に
つ
い
て

○
新

シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
利

用
者

負
担

に
つ
い
て
は

、
す
べ

て
の

子
ど
も
に
質

の
確

保
さ
れ

た
学

校
教

育
・
保

育
を
保
障
す
る
と
の

考
え
方
を
踏
ま
え
、
現
行
制
度
の
利
用
者
負
担
の
水
準
、
利
用
者
の
負
担
能

力
を
勘

案
し
た
応

能
負

担
を
基

本
と
し
て
定

め
る

新
た
な
制

度
に
お
け
る
利

用
者

負
担

の
基

本
的

考
え
方

力
を
勘

案
し
た
応

能
負

担
を
基

本
と
し
て
定

め
る
。

※
た
だ
し
、
給

付
単

価
を
限

度
と
す
る
。

○
利

用
者

負
担

の
水

準
に
つ
い
て
は

財
源

の
在

り
方

と
併

せ
て

制
度
施
行
ま
で
に
検
討
す
る

○
利

用
者

負
担

の
水

準
に
つ
い
て
は
、
財

源
の

在
り
方

と
併

せ
て
、
制
度
施
行
ま
で
に
検
討
す
る
。
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ど
育

支
援

事
業

（
仮

称
）

ど
育

家
庭

等
を

対
象

と
す

事
業

と
市

子
ど
も
・
子

育
て
支

援
事

業
（
仮

称
）
の

対
象

範
囲

に
つ
い
て

○
子

ど
も

・
子

育
て

支
援

事
業

（
仮

称
）

は
、

子
ど

も
・

子
育

て
家

庭
等

を
対

象
と

す
る

事
業

と
し

て
、

市
町

村
が

地
域

の
実

情
に

応
じ

て
実

施
す

る
以

下
の

事
業

と
す

る
。

ま
た

、
対

象
事

業
の

範
囲

は
法

定
す

る
。

・
地

域
子

育
て

支
援

拠
点

事
業

・
一

時
預

か
り

時
預

か
り

・
乳

児
家

庭
全

戸
訪

問
事

業
・

養
育

支
援

訪
問

事
業

そ
の

他
要

支
援

児
童

、
要

保
護

児
童

等
の

支
援

に
資

す
る

事
業

・
フ

ァ
ミ

リ
ー

・
サ

ポ
ー

ト
・

セ
ン

タ
ー

事
業

育
短

期
支

援
事

業
・

子
育

て
短

期
支

援
事

業
・

延
長

保
育

事
業

・
病

児
・

病
後

児
保

育
事

業
・

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

・
妊

婦
健

診
・

実
費

徴
収

に
係

る
補

足
給

付
を

行
う

事
業

（
仮

称
）

・
多

様
な

主
体

が
新

シ
ス

テ
ム

に
参

入
す

る
こ

と
を

促
進

す
る

た
め

の
事

業
（

例
特

別
支

援
教

育
に

関
す

る
支

援
等

）
（

例
：

特
別

支
援

教
育

に
関

す
る

支
援

等
）

※
平

成
２

４
年

度
以

降
の

子
ど

も
の

た
め

の
手

当
等

の
取

扱
い

に
つ

い
て

の
４

大
臣

合
意

と
の

整
合

性
に

留
意

が
必

要
意

が
必

要
※

妊
婦

健
診

の
位

置
づ

け
は

、
平

成
2
4
年

度
以

降
の

子
ど

も
の

た
め

の
手

当
等

の
取

扱
い

に
つ

い
て

の
4
大

臣
合

意
と

の
整

合
性

の
観

点
及

び
法

令
上

の
基

準
を

新
た

に
設

定
す

る
観

点
か

ら
、

別
途

検
討
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○
す

べ
て

の
子

ど
も

に
良

質
な

育
成

環
境

を
保

障
す

る
財

源
・

給
付

に
係

る
「

子
ど

も
・

子
育

て
支

援
法

（
仮

国
の

所
管

及
び
組

織
体

制
に
つ
い
て

○
す

べ
て

の
子

ど
も

に
良

質
な

育
成

環
境

を
保

障
す

る
財

源
・

給
付

に
係

る
「

子
ど

も
・

子
育

て
支

援
法

（
仮

称
）

」
に

お
け

る
事

務
に

つ
い

て
は

、
内

閣
総

理
大

臣
が

主
た

る
責

任
を

有
し

、
企

画
立

案
か

ら
執

行
ま

で
を

一
元

的
に

内
閣

府
に

お
い

て
所

管
す

る
。

○
総

合
こ

ど
も

園
（

仮
称

）
は

、
総

合
こ

ど
も

園
法

（
仮

称
）

に
基

づ
く

「
一

体
化

施
設

」
で

あ
り

、
子

ど
も

・
子

育
て

支
援

法
（

仮
称

）
を

所
管

す
る

こ
と

と
な

る
内

閣
府

で
所

管
す

る
こ

と
が

適
当

。

○
同

時
に

総
合

こ
ど

も
園

の
認

可
を

受
け

る
こ

と
に

よ
り

そ
の

効
果

と
し

て
学

校
教

育
の

法
体

系
に

お
○

同
時

に
、

総
合

こ
ど

も
園

の
認

可
を

受
け

る
こ

と
に

よ
り

、
そ

の
効

果
と

し
て

、
学

校
教

育
の

法
体

系
に

お
け

る
学

校
及

び
児

童
福

祉
の

法
体

系
に

お
け

る
児

童
福

祉
施

設
と

し
て

の
性

格
を

併
せ

持
つ

こ
と

と
な

り
、

そ
の

限
り

に
お

い
て

文
科

省
、

厚
労

省
の

所
管

は
残

る
こ

と
か

ら
、

事
務

の
内

容
に

応
じ

て
、

両
省

と
調

整
を

図
る

こ
と

と
す

る
。

○
省

庁
再

編
の

際
に

実
現

を
目

指
す

子
ど

も
家

庭
省

（
仮

称
）

の
基

盤
と

な
る

組
織

体
制

と
し

て
、

当
面

、
子

ど
も

・
子

育
て

施
策

の
中

核
的

役
割

を
担

う
こ

と
と

な
る

内
閣

府
に

、
子

ど
も

・
子

育
て

支
援

法
（

仮
称

）
及

び
総

合
こ

ど
も

園
法

（
仮

称
）

に
お

け
る

権
限

を
内

閣
府

特
命

担
当

大
臣

の
下

で
適

切
に

実
施

す
る

た
め

び
総

合
こ

ど
も

園
法

（
仮

称
）

に
お

け
る

権
限

を
、

内
閣

府
特

命
担

当
大

臣
の

下
で

、
適

切
に

実
施

す
る

た
め

の
体

制
を

整
備

し
、

新
シ

ス
テ

ム
の

一
元

的
な

実
施

体
制

を
担

保
す

る
こ

と
を

目
的

と
し

て
、

法
律

上
の

総
合

調
整

権
限

を
持

た
せ

る
こ

と
と

す
る

。
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内
閣

府
を

中
心

と
し

た
子

ど
も

・
子

育
て

新
シ

ス
テ

ム
に

関
す

る
一

元
的

体
制

（
イ

メ
ー

ジ
）

≪
省

庁
再

編
の

際
に

は
子

ど
も

家
庭

省
（

仮
称

）
へ

移
行

≫

内
閣

府

内
閣

府
特

命
担

当
大

臣
（

子
ど

も
・

子
育

て
）

【
必

置
を

検
討

】

子
ど

も
・

子
育

て
会

議
（

仮
称

）
（

ス
テ

ー
ク

ホ
ル

ダ
ー

）

新
シ

ス
テ

ム
担

当
組

織
（

子
ど

も
・

子
育

て
支

援
法

及
び

総
合

こ
ど

も
園

法
を

所
管

）

【
必

置
を

検
討

】

事
務

局
内

閣
府

、
文

科
省

、
厚

労
省

の
子

ど
も

・
子

育
て

施
策

に
関

す
る

体
制

の

ス
ク

ラ
ッ

プ
＆

ビ
ル

ド
を

基
本

に
体

制
を

整
備

（
幼

保
一

体
化

推
進

統
括

室
（

仮
称

）
）

（
生

労
働

省
文

部
科

学
省

職
も

併
任

）

総
合

調
整

総
合

調
整

（
厚

生
労

働
省

、
文

部
科

学
省

の
職

員
も

併
任

）

・
学

校
教

育
法

体
系

及
び

児
童

福
祉

法
体

系
と

の
整

合
性

の
確

保
・

総
合

こ
ど

も
園

・
幼

稚
園

・
保

育
所

等
を

通
じ

た
一

元
的

な
窓

口
の

設
置

・
幼

稚
園

・
保

育
所

等
の

総
合

こ
ど

も
園

へ
の

移
行

の
促

進
幼

稚
園

保
育

所
等

の
総

合
こ

ど
も

園
へ

の
移

行
の

促
進

学
校

教
育

法
体

系
と

の
連

携
児

童
福

祉
法

体
系

と
の

連
携

厚
生

労
働

省
文

部
科

学
省

地
方

施
等

児
童

福
祉

法
体

系
学

校
教

育
法

体
系

学
校

教
育

法
体

系
連

携
児

童
福

祉
法

体
系

連
携

地
方

公
共

団
体

、
施

設
等

児
童

福
祉

法
体

系
学

校
教

育
法

体
系
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○
潜
在
ニ
ー
ズ
を
含
む
保
育
等
の
量
的
拡
充
は
、
最
優
先
で
実
施
す
べ
き
喫
緊
の
課
題
。

○
こ
れ
と
併
せ
て
、
職
員
配
置
の
充
実
な
ど
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
子
ど
も
・
子
育
て
新
シ
ス
テ
ム
の
制
度
の
実
施

新
シ
ス
テ
ム
の

実
施

に
向

け
た
考

え
方

【
主

な
内

容
】

■
保
育
、
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
、
地
域
子
育
て
支
援
、
社
会
的
養
護
等
の
量
的
拡
充

※
子
ど
も
・
子
育
て
ビ
ジ
ョ
ン
ベ
ー
ス

■
０
～
２
歳
児
保
育
の
体
制
強
化
に
よ
る
待
機
児
童
の
解
消

の
た
め
、
財
源
を
確
保
し
な
が
ら
、
実
施
。

・
現

在
の

幼
稚

園
の

０
～

２
歳

児
保

育
へ

の
参

入
の

促
進

・
小

規
模

保
育

な
ど
新

た
な
保

育
の

類
型

を
創

設
・

長
時

間
の

保
育

ニ
ー
ズ
へ

の
対

応
・
延

長
保

育
の

充
実

等
■

質
の
高
い
学
校
教
育
・
保
育
の
実
現
（
幼
保
一
体
化
の
推
進
）

３
歳

児
を
中

心
と
し
た
配

置
基

準
の

改
善

・
３
歳

児
を
中

心
と
し
た
配

置
基

準
の

改
善

・
病

児
･病

後
児

保
育

（
看

護
師

等
の

施
設

へ
の

配
置

を
含

む
。
）
、
休

日
保

育
の

充
実

・
地

域
支
援
や
療
育
支
援
の
充

実
・

給
付

の
一

体
化

に
伴

う
所

要
の

措
置

（
施

設
の

事
務

体
制

を
含

む
。
）

等
■

総
合

的
な
子

育
て
支

援
の

充
実

■
総

合
的

な
子

育
て
支

援
の

充
実

・
「
子

育
て
支

援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
」
（
仮

称
）
に
よ
る
利

用
支

援
の

充
実

等
■

放
課

後
児

童
ク
ラ
ブ
の

充
実

■
社
会

的
養

護
の

充
実

（
追

加
所

要
額

）

１
兆

円
超

（
２
０
１
５
年

）

※
１

上
記
の
ほ
か
、
更
な
る
質
の
向
上
の
た
め
、
職
員
の
処
遇
の
更
な
る
改
善
、
長
時
間
の
保
育
ニ
ー
ズ
へ
の
更
な
る
対
応
等
に
取
り
組
む
。

※
２

「
社
会
保
障
・
税
一
体
改
革
成
案
」
（
平
成
２
３
年
６
月
３
０
日

政
府
・
与
党
社
会
保
障
改
革
検
討
本
部
決
定
）
に
お
い
て
は
、
税
制
抜
本
改
革
に
よ
っ
て
財
源
を
措
置

す
る
こ
と
を
前
提
に
、

20
15

年
に
お
け
る
子
ど
も
・
子
育
て
分
野
の
追
加
所
要
額
（
公
費
）
は
0.
7兆

円
程

度
（
税
制

抜
本
改

革
以
外

の
財
源

も
含

め
て
1兆

円
超
程
度
の
措
置
を
今
後
検
討
）
と
さ
れ
た
。

※
３

基
本
制
度
案
要
綱
で
は
「
社
会
全
体
（
国
・
地
方
・
事
業
主
・
本
人
）
に
よ
る
費
用
負
担
」
と
記
載
。
新
シ
ス
テ
ム
の
施
策
に
つ
い
て
は
、
給
付
等
に
応
じ
て
、
税
制
抜
本
改
革
に
よ
る
財
源
確

保
を
前
提
と
し
、
公
費
を
中
心
に
負
担
す
る
こ
と
と
し
、
具
体
的
な
負
担
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
今
後
検
討
（
な
お
、
基
本
制
度
案
要
綱
に
記
載
さ
れ
た
事
業
主
拠
出
に
つ
い
て
は
、
現
行

制
度
も
参
考
に

事
業
主
拠
出
の
対
象
範
囲
の
明
確
化
や
事
業
主
の
意
見
が
使
途
等
に
反
映
等
さ
れ
る
仕
組
み
の
必
要
性
も
踏
ま
え
て

今
後
検
討
）

度
も
参
考
に
、
事
業
主
拠
出
の
対
象
範
囲
の
明
確
化
や
事
業
主
の
意
見
が
使
途
等
に
反
映
等
さ
れ
る
仕
組
み
の
必
要
性
も
踏
ま
え
て
、
今

後
検
討

）。
※

４
さ

ら
に

、
「
平

成
24

年
度
以

降
の
子

ど
も
の
た
め
の
手
当
等
に
つ
い
て
」
（
平
成
２
３
年
１
２
月
２
０
日

内
閣

官
房

長
官

・
総
務

大
臣
・

財
務
大

臣
・
厚

生
労
働

大
臣
合

意
）

に
お

い
て

は
、
「

子
ど
も

・
子
育

て
新
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
、
「
社
会
保
障
・
税
一
体
改
革
成
案
」
（
平
成
23

年
６

月
30

日
政
府

・
与
党

社
会
保

障
改
革

本
部
決

定
）
に

お
い

て
、
税

制
抜

本
改

革
以

外
の

財
源

を
含
め
て
１
兆
円
超
程
度
の
措
置
を
今
後
検
討
す
る
と
さ
れ
て
お
り
、
財
源

確
保
の

た
め

に
最

大
限

努
力

を
行

う
。

」
と

さ
れ

た
。

※
５

上
記
の
追
加
所
要
額
に
は
、
施
設
整
備
費
は
含
ま
な
い
。
（
な
お
、
幼
稚
園
に
お
け
る
調
理
室
の
新
設
や
緊
急
的
な
基
盤
整
備
（
耐
震
化
を
含
む
）
等
に
係
る
施
設
整
備
費
補
助
に
つ
い

て
は
引

き
続

き
実

施
す
る
。
）

※
指
定
制

導
入
等

よ
る
保
育
等

多
様
な
事
業
主
体

参
入
を
促
進

（質
を
確
保
す
る
た
め

基
準
と
あ
わ

質
改
善
を
図
る

）
※

６
指

定
制
の
導

入
等

に
よ
る
保
育
等

へ
の
多
様
な
事
業
主
体
の
参
入
を
促
進
。
（
質
を
確
保
す
る
た
め
の
基
準
と
あ
わ
せ
て
質
の
改
善

を
図
る
。
）

※
７

質
の
改
善
に
直
接
つ
な
が
る
職
員
配
置
の
充
実
、
そ
の
他
の
職
員
の
処
遇
改
善
、
食
育
の
推
進
等
に
つ
い
て
は
、
順
次
、
優
先
順
位
を
つ
け
な
が
ら
、
実
現
を
図
る
。

※
８

職
員
の
定
着
・
確
保
を
図
る
た
め
、
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
の
仕
組
み
と
併
せ
た
処
遇
の
仕
組
み
を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
。
そ
の
際
、
職
員
の
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
に
資
す
る
観
点
か
ら
、
幅
広
い

業
務
経
験
を
可
能
と
す
る
た
め
の
運
営
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
検
討
を
進

め
る
。

（
注
）

こ
こ
で
言
う
「
学
校
教
育
」
と
は
、
現
行
の
学
校
教
育
法
に
位
置
付
け
ら
れ
る
小
学
校
就
学
前
の
満
３
歳
以
上
の
子
ど
も
を
対
象
と
す
る
教
育
（
幼
児
期
の
学

校
教

育
）
を
言

い
、
「
保

育
」
と
は

児
童

福
祉

法
に

位
置
付
け
ら
れ
る
乳
幼
児
を
対
象
と
し
た
保
育
を
言
う
。
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現
物
給
付

の
年
次
推
移
（
量
的
拡
充
）

○
こ
ど
も
園

給
付

（
仮

称
）
、
放

課
後

児
童

ク
ラ
ブ
、
一

時
預

か
り
等

は
、
子

ど
も
・
子

育
て
ビ
ジ
ョ
ン
に
よ
れ

ば
、
平

成
29

年
度
ま
で
増

加
が
続
く

＜
費

用
区

分
別

＞

Ｈ
22
年
度

約
2.

1兆
円

（
単
位
：

億
円

）
(
0
.
5%
)

(
1
.
6%
)

加
が
続
く
。

約
2.

1兆
円

(3
.4
%)

(
6
8
.5
%
)

(
6
.
1%
)

(
4
.
9%
)

(
1
6

3
%
)

(
6
7
3
%
)

(
3

7%
)

(
1
5
.0

%
)

Ｈ
23
年
度

約
2.
2兆

円

(
1
.
6%
)

(
5

8%
)

(
0
.
5%
)

(
4

8%
)

(
1
.
2%

)
(
2
.
1%

)

(
1
3
.7

%
)

(
1
6
.3
%
)

(
6
7
.3
%
)

(
3
.
7%
)

Ｈ
25
年
度

約
2.
4兆

円

(
5
.
8%
)

(
4
.
8%
)

(
6
9
.4
%
)

(
3
.
5%
)

(
4
.
9%
)

(
5
.
2%

)

(
5
.
0%

)
(
1
3
.5

%
)

(
2

2%
)

(
1

5%
)

Ｈ
26
年
度

約
2.
4兆

円
(
6
9
.5
%
)

(
2
.
2%

)

(
5
.
0%

)

(
1
.
4%

)

(
3
.
4%
)

(
5
.
0%

)

(
2
.
2%

)

(
4
.
8%

)
(
1
3
.0

%
)

(
1
.
5%

)

(
1
.
5%

)

(
3
.
6%

)

(
2
.
0%

)

年
度

Ｈ
27
年
度

約
2.
5兆

円
(
6
9
.9
%
)

(
3
.
7%

)
(
4
.
4%

)
(
6
8
.7
%
)

(
4
.
8%

)
(
4
.
5%

)

(
2
.
1%

)

Ｈ
29
年

度
約
2.
7兆

円

Ｈ
35
年
度

約
2

6兆

(
1
1
.9

%
)

(
4
.
8%

)
(
6
8
.9
%
)

(
4
.
5%

)

約
2.

6兆
円

(
3
.
6%

)
(
1
1
.6

%
)

(
4
.
5%

)

※
上

記
は

G
D
P
に

よ
る

変
動

を
反

映
し

て
い

な
い

。
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社
会
保
障
改
⾰
の
具
体
策
、
⼯
程
及
び
費
⽤
試
算

社
会
保
障
改
⾰
の
具
体
策
、
⼯
程
及
び
費
⽤
試
算

所
要
額
（
公
費
）

年
充
実

（
⾦
額

公
費
（

年
）
）

重
点
化
・
効
率
化

（
⾦
額

公
費
（

年
）
）

所
要
額
（
公
費
）

年
⼯
程

A
B

C
D

E

「
社

会
保

障
・
税

一
体
改

革
成
案

」
（
平

成
23

年
6月

30
日

政
府

・
与

党
社

会
保

障
改
革
検
討
本
部
決
定
）
よ
り
抜
粋

新
シ
ス
テ
ム
具
体
案
を
早

期
に
と
り
ま
と
め

０
．
７
兆
円
程
度

１
兆
円
超
程
度

２
０
１
５
年

（
⾦
額
は
公
費
（
20
15
年
）
）

（
⾦
額
は
公
費
（
20
15
年
）
）

２
０
２
５
年

⼯
程

A
B

C
D

E

○
⼦
ど
も
・
⼦
育
て
新
シ
ス
テ
ム
の
制
度
実
施
等
に
伴
う
地
域
の
実
情
に
応
じ
た

保
育
等
の
量
的
拡
充
、
幼
保
⼀
体
化
な
ど
の
機
能
強
化

・
０
〜
２
歳
児
保
育
の
量
的
拡
充
・

体
制
強
化
等
（
待
機
児
童
の
解
消
）

・
質
の
⾼
い
学
校
教
育
・
保
育

の
実
現
（
幼
保
⼀
体
化
の
実
現
）

税
制
抜
本
改
⾰
と
と
も
に
、

早
急
に
法
案
提
出

Ⅰ
※

 税
制
抜
本
改

革
以
外
の

財
源

も
含
め
て

１
兆
円

超
程

度
の
措
置

を

※
 左

記
の
措
置

に
係

る
所
要

額
に

つ
い
て
は

、
新
シ
ス

テ
ム

の
検

討
に
お

い
て

・
指
定
制
の
導
⼊
に
よ
る
保
育
等
へ
の

多
様
な
事
業
主
体
の
参
⼊
促
進

☆
質
を
確
保
す
る
た
め
の
基
準
と
併
せ
て

質
の
改
善
を
図
る

・
総
合
的
な
⼦
育
て
⽀
援
（
家
庭
や

地
域
に
お
け
る
養
育
の
⽀
援
）
の
充
実

３
歳
未
満
児
の
保
育
の
利
用
率

2
0
1
0
年

2
3
％
→
2
0
1
4
年

3
5
%
(
2
0
1
7
年

4
4
％
)

⼦ ど

の
措
置

を
今
後
検

討
検

討
に
お

い
て

今
後
検
討

・
幼
稚
園
な
ど
の
既
存
施
設
の
有
効
活
⽤

や
、
⼩
規
模
保
育
、
家
庭
的
保
育
な
ど
の

多
様
な
保
育
の
推
進

・
国
及
び
地
⽅
に
お
け
る
実
施
体
制
の

・
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
拡
充

社
会
的
養
護
の
充
実

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
利
用
児
童
数

2
0
1
0
年

8
1
万
人
→
2
0
1
4
年

1
1
1
万
人

も ・ ⼦

国
及
び
地
⽅
に
お
け
る
実
施
体
制
の

⼀
元
化

（
「
⼦
ど
も
家
庭
省
（
仮
称
）
」
の
創
設
等
）

・
社
会
的
養
護
の
充
実

○
⼥
性
の
就
業
率
の
向
上

☆
○
保
育
等
の
従
業
者
の
増
加

☆

⼦ 育 てて
女
性
（
2
5
～
4
4
歳
）
の
就
業
率

2
0
0
9
年

6
6
％

→
2
0
2
0
年

7
3
％

・
制
度
・
財
源
・
給
付
に
つ
い
て

包
括
的
・
⼀
元
的
な
制
度
を
構
築

充
実
計

（
20
15
年
）

重
点
化
・
効
率
化
計

（
20
15
年
）

０
．
７
兆
円
程
度

⼦
ど
も

⼦
育
て

計

０
．
７
兆
円
程
度

１
兆
円
超
程
度

－

「
☆
」
成
⻑
戦
略
に
特
に
関
係
が
深
い
項
⽬

※
税

制
抜

本
改
革
以

外
の

財
源

も
含
め
て

１
兆

円
超
程

度
の
措
置

を
今

後
検
討

※
税

制
抜

本
改
革
以

外
の

財
源

も
含
め

て
１
兆
円

超
程

度
の
措

置
を
今
後

検
討

※
左

記
の

措
置

に
係
る

所
要

額
に

つ
い
て
は

、
新

シ
ス
テ

ム
の
検
討

に
お

い
て

今
後
検
討
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○
７
月

に
、
地

方
公

共
団

体
、
労

使
、
関

係
団

体
等

の
参

画
す
る
基

本
制

度
ワ
ー
キ
ン
グ
チ
ー
ム
で
「
子

ど
も
・
子

育
て
新

シ
ス
テ
ム
に

関
す
る
中

間
と
り
ま
と
め
」
を
取

り
ま
と
め
た
。
こ
れ

ら
を
踏

ま
え
、
同

月
、
少

子
化

社
会

対
策

会
議

で
以

下
の

決
定

が
な
さ
れ

た
。

中
間

と
り
ま
と
め
以

降
の

検
討

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

関
係

者
と
丁

寧
に
協

議
を
行

い
、
理

解
を
得

た
う
え
で
成

案
を
と
り
ま
と
め
、
恒

久
財

源
を
得

て
早

期
に
本

格
実

施
（
そ
れ

ま
で
の

間
は

、
法

案
成

立
後

、
平

成
２
５
年

度
を
目

途
に
、
子

ど
も
・
子

育
て
会

議
（
仮

称
）
や

国
の

基
本

指
針

な
ど
可

能
な
も
の

か
ら
段

階
的

に
実

施
）
で
き
る
よ
う
、
平

成
２
３
年

度
中

に
必

要
な
法

制
上

の
措

置
を
講

じ
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
税

制
抜

本
改

革
と
と
も
に
、

早
急
に
所
要
の
法
律
案
を
国
会
に
提
出

（
平

成
２
３
年

７
月

２
９
日

少
子

化
社

会
対

策
会

議
決

定
「
子

ど
も
・
子

育
て
新

シ
ス
テ
ム
に
関

す
る
中

間
と
り
ま
と
め
に
つ
い
て
」
）
【
p.
２
参
照
】

○
１
０
月
１
８
日

に
中
間

と
り
ま
と
め
以

降
、
再

開
第

一
回

と
な
る
基

本
制

度
ワ
ー
キ
ン
グ
チ
ー
ム
が

開
催

さ
れ

た
。
こ
れ

を
含

め
基

本
制

度
ワ
ー
キ
ン
グ
チ
ー
ム
を
年

内
に
４
回

、
年

明
け
に
２
回

程
度

開
催

し
、
中

間
と
り
ま
と
め
に
お
い
て
示

さ
れ

た
残

さ
れ

た
検

討
課

題
に

つ
い
て
意
見
交
換
を
進
め
、
子
ど
も
・
子

育
て
新

シ
ス
テ
ム
に
関

す
る
成

案
を
得

る
。

い
て
意

見
交

換
を
進

め
、
子

ど
も

子
育

て
新

シ
ス
テ
ム
に
関

す
る
成

案
を
得

る
。

1
0
月

基
本

制
度

ワ
ー

キ
ン

グ
チ

ー
ム

（
事

業
計

画
等

、
国

の
基

準
と

地
方

の
裁

量
の

関
係

、
指

定
制

に
お

け
る

指
定

や
総

合
施

設
(仮

称
)の

認
可

等
の

主
体

の
あ

り
方

等
）

総
合

施
設
(仮

称
)の

認
可

等
の

主
体

の
あ

り
方

等
）

1
1
月

基
本

制
度

ワ
ー

キ
ン

グ
チ

ー
ム

（
費

用
負

担
の

あ
り

方
、

子
ど

も
・

子
育

て
包

括
交

付
金
(仮

称
)の

あ
り

方
、

ワ
ー

ク
・

ラ
イ
フ

・
バ
ラ

ン
ス
、

イ
コ

ー
ル

フ
ッ

テ
ィ

ン
グ

等
）

ワ
ク

ラ
イ

ラ
ン

、
イ

ル
ッ

テ
ィ

ン
グ

等
）

1
2
月

基
本

制
度

ワ
ー

キ
ン

グ
チ

ー
ム

（
国

の
所

管
そ

の
他

積
残

し
事

項
）

1月
基

本
制

度
ワ

キ
ン

グ
チ

ム
1月

基
本

制
度

ワ
ー

キ
ン

グ
チ

ー
ム

（
子

ど
も

・
子

育
て

新
シ

ス
テ

ム
に

関
す

る
基

本
制

度
と

り
ま

と
め

（
案

）
に

つ
い

て
）

2
月

成
案

と
り

ま
と

め
（

少
子

化
社

会
対

策
会

議
決

定
予

定
）

→
実

施
主

体
で

あ
る

地
方

公
共

団
体

を
は

じ
め

と
す

る
関

係
者

と
丁

寧
に

協
議

を
行

い
、

理
解

を
得

た
上

で
、

成
案

を
と

り
ま

と
め

、
税

制
抜

本
改

革
と
と
も
に
、
平

成
２
４
年

通
常

国
会

に
法

案
を
提

出
す
る
。

（
平

成
２
４
年

２
月

１
７
日

閣
議

決
定

「
社

会
保

障
・
税

一
体

改
革

大
綱

」
）
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子
ど

も
・

子
育

て
新

シ
ス

テ
ム

検
討

会
議

体
制

図

少
子

化
社

会
対

策
会

議
行

政
刷

新
会

議
※

全
閣

僚
で

構
成

※
平

成
２
４
年

２
月

１
０
日

現
在

「
子

ど
も

・
子

育
て

新
シ

ス
テ

ム
検

討
会

議
」

【
共
同
議
長

】
岡
田

克
也

内
閣

府
特

命
担

当
大

臣
（

行
政

刷
新
）

少
子

化
社

会
対

策
会

議
行

政
刷

新
会

議
※

全
閣

僚
で

構
成

【
共
同
議
長

】
岡
田

克
也

内
閣

府
特

命
担

当
大

臣
（

行
政

刷
新
）

古
川

元
久

国
家

戦
略

担
当

大
臣

中
川

正
春

内
閣

府
特

命
担

当
大

臣
（

少
子

化
対

策
）

【
構
成
員
】

川
端

達
夫

総
務

大
臣

【
構
成
員
】

川
端

達
夫

総
務

大
臣

安
住

淳
財

務
大

臣
平

野
博

文
文

部
科

学
大

臣
小

宮
山

洋
子

厚
生

労
働

大
臣

枝
野

幸
男

経
済

産
業

大
臣

枝
野

幸
男

経
済

産
業

大
臣

長
浜

博
行

内
閣

官
房

副
長

官
（

参
・

政
務

）

「
作

業
グ

ル
ー

プ
」

【
主

査
】

園
田

康
博

内
閣

府
大

臣
政

務
官

（
少

子
化

対
策

）
「
子
ど
も
・
子
育
て
新
シ
ス
テ
ム
検
討
会
議
事
務
局
」

【
事

務
局
長

】
【
主

査
】

園
田

康
博

内
閣

府
大

臣
政

務
官

（
少

子
化

対
策

）

【
構

成
員

】
福
田

昭
夫

総
務

大
臣

政
務

官
吉

田
泉

財
務

大
臣

政
務

官
神

本
美

恵
子

文
部

科
学

大
臣

政
務

官

【
事

務
局
長

】

内
閣

府
大

臣
政

務
官

（
少

子
化

対
策

）

【
事

務
局
長

代
理

】

関
係

府
省

の
局

長
ク

ラ
ス

か
ら

事
務

局
長

が
指

名

【
事

務
局
次

長
】

関
係

府
省

の
審

議
官

ク
ラ

ス
か

ら
事

務
局

長
が

指
名

藤
田

一
枝

厚
生

労
働

大
臣

政
務

官
北

神
圭

朗
経

済
産

業
大

臣
政

務
官

大
串

博
志

内
閣

府
大

臣
政

務
官

（
国

家
戦

略
担

当
）

関
係

府
省

の
審

議
官

ク
ラ

ス
か

ら
事

務
局

長
が

指
名

【
事

務
局
員

】

関
係

府
省

の
職

員
か

ら
事

務
局

長
が

指
名

こ
ど
も
指
針
（
仮
称
）
ワ
ー
キ
ン
グ
チ
ー
ム

幼
保
一
体
化
ワ
ー
キ
ン
グ
チ
ー
ム

基
本
制
度
ワ
ー
キ
ン
グ
チ
ー
ム
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各
ワ
ー
キ
ン
グ
チ
ー
ム
構

成
員

◎
園

田
康

博
内

閣
府

大
臣

政
務

官

「
幼

保
一

体
化

ワ
ー

キ
ン

グ
チ

ー
ム

」
の

構
成

員
「

基
本

制
度

ワ
ー

キ
ン

グ
チ

ー
ム

」
の

構
成

員

秋
田

喜
代
美

東
京
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
教
授

「
こ

ど
も

指
針

（
仮

称
）

ワ
ー

キ
ン

グ
チ

ー
ム

」
の

構
成

員

○
秋

田
喜

代
美

東
京
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
教
授

◎
園

田
康

博
内

閣
府

大
臣

政
務

官
秋

田
喜

代
美

東
京
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科

教
授

池
田

多
津

美
全

国
国

公
立

幼
稚

園
長

会
会
長

○
大

日
向

雅
美

恵
泉
女
学
園
大
学
大
学
院
平
和
学
研

究
科

教
授

岡
本

直
美

日
本

労
働

組
合

総
連

合
会

会
長
代
行

奥
山

千
鶴

子
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法

人
子

育
て
ひ
ろ
ば

全
国

連
絡
協

議
会
理
事
長

尾
﨑

正
直

全
国
知
事
会
子
ど
も
手
当

子
育
て
支
援
プ

秋
田

喜
代
美

東
京
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
教
授

入
谷

幸
二

全
日
本
私
立
幼
稚
園
連
合
会
政
策
委

員
会
委
員
長

大
橋

由
美
子

全
国
国
公
立
幼
稚
園
長
会
副
会
長

◎
大
日
向

雅
美

恵
泉

女
学

園
大

学
大

学
院

平
和

学
研

究
科

教
授

尾
﨑

正
直

全
国
知
事
会
子
ど
も
手
当
・
子
育
て

支
援
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ

ム
リ

ダ
高
知
県
知
事

○
秋

田
喜

代
美

東
京
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
教
授

荒
木

尚
子

全
国

国
公

立
幼

稚
園

長
会

副
会

長
池

節
子

栃
木

県
家

庭
教

育
オ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー

ダ
ー
連
合
会
顧
問

岡
上

直
子

全
国
幼
児
教
育
研
究
協
会
副
理
事
長

小
田

豊
独

立
行

政
法

人
国

立
特

別
支

援
教

育
総

合
研

究
所

理
事

長
尾

﨑
正

直
全
国
知
事
会
子
ど
も
手
当
・
子
育
て
支
援
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー
、
高
知
県
知
事

菊
池

繁
信

全
国

保
育

協
議

会
副

会
長

清
原

慶
子

東
京

都
三

鷹
市

長
駒

村
康

平
慶

応
義

塾
大

学
経

済
学

部
教
授

坂
﨑

隆
浩

日
本

保
育

協
会

理
事

ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー
、
高
知
県
知
事

小
田

豊
独
立
行
政
法
人
国
立
特
別
支
援
教
育

総
合
研
究
所
理
事
長

柏
女

霊
峰

淑
徳
大
学
総
合
福
祉
学
部
教
授

金
山

美
和
子

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
マ
ミ
ー
ズ
・
ネ
ッ
ト
理
事
・
長

野
県
短
期
大
学
講
師

育
総

合
研

究
所

理
事

長
島

田
教

明
日

本
保

育
協

会
保

育
問

題
検

討
委

員
会

委
員

竹
下

美
穂

保
育

園
を
考

え
る
親

の
会
会

員
田

中
雅

道
全

日
本

私
立

幼
稚

園
幼

児
教

育
研

究
機

構
理

事
長

菅
家

功
日

本
労

働
組

合
総

連
合

会
副
事
務
局

長
髙
尾

剛
正

日
本

経
済

団
体

連
合

会
少

子
化
対
策

委
員

会
企

画
部

会
長

田
中

常
雅

東
京

商
工

会
議

所
人

口
政

策
委
員
会

共
同

委
員

長

清
原

慶
子

東
京
都
三
鷹
市
長

木
幡

美
子

フ
ジ
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
Ｃ
Ｓ
Ｒ
推
進
室
副
部

長
佐

久
間

貴
子

ベ
ネ
ッ
セ
ス
タ
イ
ル

ケ
ア
チ
ャ
イ
ル
ド
ケ

ア
事
業
部
長

佐
藤

秀
樹

全
国
保
育
協
議
会
副
会
長

藤
森

平
司

全
国
私
立
保
育
園
連
盟
保
育
・
子
育

て
総
合
研
究
機
構
研
究
企
画
委
員

松
田

妙
子

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法

人
子

育
て
ひ
ろ
ば

全
国

連
絡

協
議

会
理

事
御

園
愛

子
全

国
保

育
士

会
顧

問
◎

無
藤

隆
白
梅
学
園
大
学
子
ど
も
学
部
教
授

共
同

委
員

長
田

中
啓

静
岡

文
化

芸
術

大
学

文
化

政
策
学
部

教
授

北
條

泰
雅

全
日

本
私

立
幼

稚
園

連
合

会
副
会
長

宮
島

香
澄

日
本
テ
レ
ビ
放
送
網
解
説
委
員

○
無
藤

隆
白
梅
学
園
大
学
子
ど
も
学
部
教
授

角
道

治
学

院
大

学
法

学
部

教
授

佐
藤

秀
樹

全
国
保
育
協
議
会
副
会
長

菅
家

功
日
本
労
働
組
合
総
連
合
会
副
事
務
局
長

菅
原

良
次

全
国
私
立
保
育
園
連
盟
常
務
理
事

普
光
院

亜
紀

保
育
園
を
考
え
る
親
の
会
代
表

古
渡

一
秀

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
全
国
認
定
こ
ど
も
園
協
会

副
代
表
理
事

○
無
藤

隆
白
梅
学
園
大
学
子
ど
も
学
部
教
授

◎
無

藤
隆

白
梅
学
園
大
学
子
ど
も
学
部
教
授

山
縣

文
治

大
阪

市
立

大
学

生
活

科
学

部
教

授
若
盛

正
城

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
全
国
認
定
こ
ど
も
園
協

会
代

表
理

事
渡
辺

英
則

全
国
認
定
こ
ど
も
園
連
絡
協
議
会

副
会

長

両
角

道
代

明
治

学
院

大
学

法
学

部
教

授
山

縣
文

治
大

阪
市

立
大

学
生

活
科

学
部
教
授

山
口

洋
日
本
こ
ど
も
育
成
協
議
会
副
会
長

渡
邊

廣
吉

全
国

町
村

会
政

務
調

査
会

行
政
委
員

会
副

委
員

長
、
新

潟
県

聖
籠

町
長

○
無
藤

隆
白
梅
学
園
大
学
子
ど
も
学
部
教
授

山
縣

文
治

大
阪
市
立
大
学
生
活
科
学
部
教
授

山
口

洋
日
本
こ
ど
も
育
成
協
議
会
副
会
長

渡
邊

廣
吉

全
国
町
村
会
政
務
調
査
会
行
政
委
員

会
副

委
員

長
・
新

潟
県

聖
籠

町
長

※
構

成
員

で
あ
っ
た
大

場
幸

夫
大

妻
女

子
大

学
学

長
は
、
平
成
２
３
年
５
月
に
ご
逝
去

※
表

中
の

◎
は

座
長

、
○

は
座

長
代

理
。
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子
ど
も
・

子
育

て
新

シ
ス

テ
ム
に
よ
る

子
ど
も
・

子
育

て
支

援
の

強
化
・
充
実

■
待
機
児
童
の
解
消

■
質
の
高
い
幼
児
期
の
学
校
教
育
・

よ
り
子
ど
も
を
生
み
、

育
て
や

す
く

【
新

シ
ス
テ
ム
の

主
な
内

容
】

保
育
の
提
供
（幼

保
一
体
化
）

■
地
域
の
子
育
て
支
援
の
充
実

育
て
や

す
く

【
新

シ
ス
テ
ム
の

主
な
内

容
】

○
質
の
高
い
幼
児
期
の
学
校

教
育
・保

育
の
提
供
（幼

保
一
体
化
）

・
保

育
所

と
幼

稚
園

の
良

さ
を
あ
わ

せ
も
つ
施

設
（
総

合
こ
ど
も
園

（
仮

称
）
）
の

創
設

、
移

行
の

促
進

・
小

学
校

就
学

前
の

子
ど
も
に
対

す
る
学

校
教

育
や

保
育

の
給

付
を
一

つ
に

○
待
機
児
童
対
策
を
強
力
に
推
進

・
こ
ど
も
園
（
仮
称
）
を
中
心
に
、
小
規
模
保
育
、
保
育
マ
マ
な
ど

多
様
な
保

育
の

充
実

に
よ
り

質
を
保

ち
な
が

ら
保
育

を
量

的
に
拡

大

20
10

年
20

14
年

20
17

年
３
歳

未
満

児
の

保
育

利
用

率
23

%
(7
5万

人
)→

35
％
(1
02

万
人
)→

44
％
(1
18

万
人
)

多
様
な
保
育
の
充
実
に
よ
り
、
質

を
保

ち
な
が

ら
、
保

育
を
量

的
に
拡

大

○
大
都
市
部
以
外
で
も
地
域
の
保
育
を
支
援

・
子

ど
も
の

数
が

減
少

傾
向

に
あ
る
地

域
で
も
、
こ
ど
も
園

（
仮

称
）
に
加

え
、
保

育
マ
マ
な
ど
の

小
規

模
な
保

育
の

活
用

な
ど
に
よ
り
、

３
歳

未
満

児
の

保
育

利
用

率
23

%
(7
5万

人
) →

35
％
(1
02

万
人
)→

44
％
(1
18

万
人
)

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

21
%
(8
1万

人
) →

32
％
(1
11

万
人
)

子
ど
も
の

数
が

減
少

傾
向

に
あ
る
地

域
で
も
、
こ
ど
も
園

（
仮

称
）
に
加

え
、
保

育
マ
マ
な
ど
の

小
規

模
な
保

育
の

活
用

な
ど
に
よ
り
、

子
ど
も
に
必

要
な
保

育
を
提

供
（
地

域
型

保
育

給
付

（
仮

称
）
の

創
設

）

○
家
庭
・地

域
の
子
育
て
支

援
を
充
実

市
村

が
地

域
声

を
き
な
が

育
相

談
親

が
交

流
す
る
場

・
市
町
村
が
地
域

の
声
を
聞

き
な
が

ら
、
子
育
て
の

相
談

や
親

子
が

交
流

す
る
場

、
一

時
的

に
預

か
っ
て
も
ら
え
る
場

を
増

や
す
な
ど
、
子

育
て
支

援
を
充

実
20
10

年
20
14

年

地
域

子
育

て
支
援
拠
点

7,
10
0カ

所
→
10
,0
00

カ
所

一
時

預
か

り
延
べ
34
8万

人
＊

→
延
べ
3,
95
2万

人
（
*2
00
8年

時
点
）

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ

ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
事

業
63
7市

町
村

→
95
0市

町
村
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